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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１６年　３月１０日（水）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　４時２５分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 中野賢治  委　　員 辻　勝美

委　　員 森内一蔵  委　　員 山本靖一  委　　員 柴田繁勝

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森川　薫 水道事業管理者　寺田規宏

都市整備部長　北野正明 同部理事　岩田延弘

同部次長兼都市計画課長　　山脇　智

まちづくり支援課長　小山和重　　同課参事　岡田秀樹

都市計画課参事　中谷久夫 都市開発課参事　村井一彦

都市開発課長代理　長野俊郎

土木下水道部長　小西　進 同部次長兼下水道工務課長　粟屋保英

同部参事兼公園みどり課長　野畑一雄　　同部参事　池田忠夫

同部参事兼下水道業務課長　宮川茂行　　公園みどり課参事　勝　松男

道路課長　藤井義己 交通対策課長　水田和男

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局主幹　船寺順治

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成１６年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成１５年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第２４号　摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件所管分

議案第２７号　摂津市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件

議案第２８号　摂津市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　６号　平成１６年度摂津市公共下水道事業特別会計予算

議案第１３号　平成１５年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算

議案第　２号　平成１６年度摂津市水道事業会計予算

議案第１０号　平成１５年度摂津市水道事業会計補正予算

議案第３０号　摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時　１分　開会）

○木村委員長　ただいまから建設常任委

員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森川市長。

○森川市長　皆さん、おはようございま

す。

　本日は、委員の皆様方には、何かとお

忙しい中、過日の本会議で付託をされま

した案件につきまして、早速建設常任委

員会の開催を賜りまして、まことにあり

がとうございます。

　本案件につきまして、よろしくご審査

をいただきまして、ご可決賜りますよう

お願い申し上げ、簡単でございますがご

あいさつにさせていただきます。

　なお、この場は一たん退席いたします

が、在庁いたしておりますので、ひとつ

よろしくお願いします。

○木村委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、山本靖

一委員を指名いたします。審査の順序に

つきましては、お手元に配付しておりま

す案のとおり行うことに異議ありません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時　２分　休憩）

（午前１０時　３分　再開）

○木村委員長　再開いたします。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　小西土木下水道部長。

○小西土木下水道部長　議案第１号平成

１６年度摂津市一般会計予算のうち、土

木下水道部にかかわる部分につきまして、

目を追って主なものについて補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料、節３、クリー

ンセンター使用料は、関西電力の電柱占

用料でございます。目４、土木使用料、

節１、道路使用料は、道路占用料でござ

います。節３、公園使用料は、関西電力

の電柱などの公園占用料でございます。

節４、駐車場使用料は、自動車及び自転

車駐車場の使用料と駐車場用地使用料で

ございます。

　３６ページをお開き願います。

　項２、手数料、目１、総務手数料のう

ち下から１行目の諸証明手数料は、道路

幅員証明手数料でございます。

　３７ページ。

　目２、衛生手数料、節５、し尿処理手

数料は、し尿処理及び浄化槽汚泥処分の

手数料等でございます。目４、土木手数

料、節１、明示手数料のうち、上から２

行目の道路敷地境界等明示手数料でござ

います。

　４２ページをお開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節１、交

通対策費補助金は、千里丘三島線交差点

改良工事の補助金でございます。

　４６ページ。款１５、府支出金、項１、

府負担金、目４、土木費府負担金、節１、

土木管理費負担金は、正音寺踏切関連工

事負担金でございます。

　５４ページ。項３、委託金、目３、土

木費委託金、節１、土木管理費委託金で

は、上から１行目の河川環境整備工事委

託金でございます。上から２行目の自転

車等移動保管業務委託金でございます。

上から３行目の鶴野橋ほかポンプの管理

委託金でございます。
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　６２ページをお開き願います。

　款１９、諸収入、項４、目１、雑入、

節１、雑収入のうち、上から１６行目の

路上放棄車処理協力金と、その下、自転

車等移動保管料と、その下、自転車等鉄

屑処分金と、その下、踏荒し整地料とし

て、市が工事請負人へ土地を貸し付けた

場合に収納する金員を計上しております。

　続きまして歳出でございますが、１３

９ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目１、

清掃総務費、節７、賃金では、上から３

行目の下水道業務課のし尿収集事務に係

るアルバイト賃金でございます。

　１４３ページ。目３、し尿処理費では、

その主なものとして、節１３、委託料で

は、し尿収集運搬委託料などと、１４４

ページ、節１９、負担金、補助及び交付

金では、本市のし尿及び浄化槽汚泥が吹

田市の正雀終末処理場施設で処理されて

いることに伴う同施設の維持管理及び整

備負担金でございます。節２２、補償、

補填及び賠償金では、公共下水道整備に

伴うくみ取り件数の減少に対するし尿収

集運搬業者への補償金でございます。

　１４９ページ。款５、農林水産業費、

項１、農業費、目４、農業水路費では、

農業水路の維持管理に係る経費で、その

主なものとして節７、賃金では、地元農

業関係者による水路しゅんせつ等に係る

賃金でございます。

　１５０ページ、節１３、委託料では、

河原樋ポンプ場外１件の管理委託料でご

ざいます。節１５、工事請負費では、農

業水路に係る雑工事でございます。節１

９、負担金、補助及び交付金では、神安

土地改良区に対する水路整備事業等の実

施に伴う償還金負担金や排水施設維持管

理費負担金等でございます。

　１５５ページ。

　款７、土木費、項１、土木管理費、目

１、土木総務費では、その主なものとし

て１５６ページ、節１３、委託料では、

土木施設の維持に係る作業業務委託料で

ございます。節２８、繰出金では、公共

下水道事業特別会計への繰出金でござい

ます。目２、交通対策費では、その主な

ものとして１５７ページ、節１３、委託

料では、交通指導業務委託料、放置自転

車等移動委託料及び自転車・自動車駐車

場管理委託料が主なものでございます。

また、節１５、工事請負費では、交差点

改良工事と道路反射鏡設置工事のほか、

新規といたしまして、上から４行目の自

転車駐車場整備工事として、摂津駅前自

転車駐車場に６２台の増設と、南摂津駅

前自転車駐車場整備工事として、１５７

台のサイクルロックの設置をするもので

ございます。節１９、負担金、補助及び

交付金では、市内循環バス運行補助金等

でございます。

　１５９ページ。項２、道路橋りょう費、

目１、道路橋りょう総務費では、事務執

行経費のほか、節１３、委託料では道路

境界査定とモノレール駅前広場管理と、

１２年度より業務を行っております法定

外公共物譲与特定委託料は、国からの譲

与を受けるため、その特定作業をする経

費でございます。

　１６０ページ。目２、道路維持費では、

道路管理に係る維持管理経費のほか、市

内環境整備事業などの事業費でございま

す。目３、道路新設改良費では、安威川

右岸線の道路改良事業費等でございます。

　１６１ページ。目４、交通安全対策費、

節１５、工事請負費では、その主なもの

として、千里丘三島線交差点改良工事、

本年度新規として東別府１号線歩道設置

工事と歩道段差切り下げなどの交通安全

対策工事の事業費でございます。節１７、
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公有財産購入費では、千里丘三島線の歩

車道整備工事に伴い、土地開発公社にて

先行取得した用地の買い戻し費でござい

ます。

　１６２ページ。項３、水路費、目１、

排水路費では、人件費等の事務経費ほか、

１６３ページ節１３、委託料では排水路

やポンプ場等の維持管理に係る委託料で

ございます。節１５、工事請負費では、

排水路に係る雑工事でございます。節１

９、負担金、補助及び交付金では、番田

水門設置に伴う内水対策事業の実施に係

る負担金でございます。

　１６４ページ。項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費、節１、報酬では、

緑化推進嘱託員の報酬でございます。

　１６５ページ、節７、賃金では、緑化

推進員の賃金でございます。

　１６９ページ。目３、緑化推進費では、

その主なものとして節１４、使用料及び

賃借料で、草花の借上料のほか、節１９、

負担金、補助及び交付金では、摂津市緑

化推進連絡会への活動に対する補助金で

ございます。

　１７０ページ、目４、公園管理費では、

その主なものとして節１１、需用費では、

公園等の光熱水費と修繕料でございます。

節１３、委託料では、公園等施設の機能

維持を図るための管理委託料と公園台帳

の作成委託料並びに公園等砂場の消毒と

清掃委託料でございます。節１５、工事

請負費では、遊具や管理施設等の取り替

え、改修工事などでございます。

　１７１ページ、目５、都市公園事業費、

節１９、負担金、補助及び交付金では、

安威川ふれあいづつみ事業に要した神安

土地改良区への償還金負担金でございま

す。

　１８１ページ、款８、消防費、項１、

消防費、目３、水防費では、その主なも

のとして節１６、原材料費では、水防資

材の購入費や節１９、負担金、補助及び

交付金では、上から３行目の淀川右岸水

防事務組合に対する負担金と、その下２

行目の安威川ダムの建設に係る水源地域

対策特別措置法第１２条に基づく負担金

等でございます。

　以上、歳出の説明といたします。

　続きまして、１１ページの第２表の債

務負担行為のうち、府営まちづくり水路

整備事業について、期間及び限度額を定

めております。その内容につきましては、

番田水門設置に伴う内水対策事業の一環

として、農林事業により実施する三箇牧

水路のゲート及び排水ポンプについて、

工事及び設計委託費用に係る本市負担金

の一部を金融公庫から借り入れるもので

ございます。

　以上、債務負担行為の説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号平成１５年度

摂津市一般会計補正予算第６号のうち、

土木下水道部に係る部分につきまして、

目を追って主なものについて補足説明を

させていただきます。

　まず歳入でございますが、１７ページ

をお開き願います。

　款１３、府支出金、項３、委託金、目

４、土木費委託金、土木管理費委託金で

は、河川環境整備工事、正雀川河川環境

整備工事、鶴野橋ほかポンプ管理委託金

が確定したことから、減額するものでご

ざいます。

　１８ページ、款１５、寄附金、項１、

寄附金、目１、節１、寄附金の緑化事業

寄附金２件を歳入いたしたものでありま

す。

　１９ページ、款１７、諸収入、項４、

目１、雑入、節１、雑収入のうち、上か

ら１行目、路上放棄車処理協力金及び上
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から２行目の踏荒し整地料が確定したこ

とから、減額するものでございます。

　続きまして、歳出につきましてご説明

を申し上げます。４１ページをお開き願

います。

　款７、土木費、項１、土木管理費、目

１、土木総務費、節２８、繰出金では、

公共下水道事業特別会計における事業費

の減額に伴い繰出金が減額となるもので

ございます。目２、交通対策費、節１５、

工事請負費では、工事費が確定したこと

から減額するものでございます。

　４２ページ、項２、道路橋りょう費、

目１、道路橋りょう総務費、節１３、委

託料では、放置自動車撤去委託料、現況

平面図等修正及び認定道路網図作成委託

料は、金額が確定したことから減額する

ものでございます。目２、道路維持費、

節１３、委託料、街路樹剪定委託料及び

節１５、工事請負費、道路維持工事では、

執行差金を減額するものでございます。

目３、道路新設改良費、節１５、工事請

負費、道路新設改良工事では、執行差金

を減額するものでございます。目４、交

通安全対策費、節１５、工事請負費、交

通安全対策工事では、執行差金を減額す

るものでございます。節１７、公有財産

購入費、土地購入費では、金額が確定し

たことから減額するものでございます。

　４３ページ、項３、水路費、目１、排

水路費、節１３、委託料では、残土等の

受入処分の減少及びポンプ場設備保守点

検委託料の金額が確定したことから、減

額するものでございます。

　４４ページ、項４、都市計画費、目１、

都市計画総務費、節２５、積立金では、

寄附金を緑化基金に積み立てるものでご

ざいます。

　４５ページ、目４、公園管理費、節１

５、工事請負費では、公園遊具取替工事

の執行差金を減額するものでございます。

　４７ページ、款８、項１、消防費、目

３、水防費、節１６、原材料費では、水

防資材費の執行差金を減額するものでご

ざいます。節１９、負担金、補助及び交

付金では、淀川右岸水防事務組合負担金

の確定及び事業進捗のおくれから安威川

ダム水特法第１２条負担金の年度別負担

金が見直されたことに伴い、減額するも

のでございます。

　続きまして繰越明許費につきましてご

説明申し上げます。戻りまして７ページ

をお開き願います。

　第２表、「繰越明許費」のうち、款７、

土木費、項２、道路橋りょう費、千里丘

三島線交差点改良事業として、平成１５

年度中に契約いたしました千里丘三島線

交差点改良工事及びその２工事におきま

して、河川管理者との占用協議、調整、

許可に日数を要し、工事施工が平成１６

年度にまたがるため、３，３８０万円を

繰り越しするものでございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○木村委員長　北野都市整備部長。

○北野都市整備部長　議案第１号平成１

６年度摂津市一般会計予算のうち、都市

整備部都市計画課計画街路推進室を除く

都市整備部に係る部分につきまして、目

を追って主なものにつきまして補足説明

をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目４、土木使用料のうち公営住宅

使用料は、市営住宅の使用料等でござい

ます。

　次に３７ページ、項２、手数料、目４、

土木手数料では、都市計画道路敷地境界

明示手数料等でございます。
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　次に、４２ページ。款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目３、土木費国

庫補助金のうち住宅費補助金は、一津屋

第２団地の公営住宅家賃対策補助金でご

ざいます。

　次に、４６ページ。款１５、府支出金、

項１、府負担金、目４、土木費府負担金

は、十三高槻線から大阪中央環状線まで

の間の都市計画道路千里丘三島線の整備

に要する府の負担金でございます。

　次に、５２ページ。款１５、府支出金、

項２、府補助金、目６、土木費府補助金

のうち都市計画費補助金は、土地利用規

制等対策費交付金と府景観条例事務取扱

交付金でございます。

　次に、５４ページ。項３、委託金、目

３、土木費委託金のうち都市計画費委託

金の主なものは、建築基準法施行事務取

扱委託金等でございます。

　次に、６２ページ。款１９、諸収入、

項４、雑入、目１、雑入のうち、雑収入

は上から９行目、都市計画図売却収入と、

その下、公共公益費用協力金と、その下、

建築確認申請者負担金と、その下の入居

者負担金でございます。

　次に歳出でございますが、１６４ペー

ジをお開き願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、都市計画審議

会委員報酬及び事務執行経費でございま

す。

　１６７ページ、委託料は、フォルテ摂

津の電波障害対策施設等維持管理委託料

と、交通バリアフリー法に基づく基本構

想策定業務委託料及び市有建築物の適切

な保全を行うための調査委託料でござい

ます。負担金、補助及び交付金のうち、

当部に関係いたすものは、１行目、大阪

府都市計画協会負担金ほか１０件でござ

います。

　１６８ページ、目２、街路事業費では、

報償費のうち都市景観まちづくり審議会

委員報償金で、これは良好な都市景観行

政の推進に当たり、平成１４年度に制定

いたしました都市景観まちづくり要綱の

施行に伴う、都市景観まちづくり審議会

及び都市景観アドバイザー委員会の報償

金でございます。委託料では、都市計画

道路千里丘三島線の整備に伴います設計

委託料でございます。

　１６９ページ、公有財産購入費では、

都市計画道路千里丘三島線の整備に要す

る土地購入費で、ＪＲ千里丘ガード拡幅

支援事業の土地購入費とあわせて計上い

たしております。

　１７２ページ、項５、住宅費、目１、

住宅管理費では、住宅管理人報酬及び事

務執行経費でございます。

　１７３ページ、委託料は、住宅管理に

伴うもので、その主なものは昇降機保守

委託料及び緊急通報設備管理委託料等で

ございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号平成１５年度

摂津市一般会計補正予算（第６号）のう

ち、都市計画課計画街路推進室を除く都

市整備部に係る部分につきまして、目を

追って主なものにつきまして補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、１５ペー

ジをお開き願いたいと思います。

　款１３、府支出金、項１、府負担金、

目４、土木費負担金は、都市計画道路千

里丘三島線の道路改良事業負担金で、事

業の確定により減額いたすものでござい

ます。

　１６ページ、款１３、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金、都市

計画費補助金では、土地利用規制等対策
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費交付金の減額でございます。

　１７ページ、款１３、府支出金、項３、

委託金、目４、土木費委託金、都市計画

費委託金は、都市計画基礎調査委託金と

土地取引状況調査等委託金でございます。

　次に歳出でございますが、４３ページ

をお開き願いたいと思います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、報酬、旅費、

需用費等は事業に係る経費の執行差金で

ございます。

　４４ページ、目２、街路事業費では、

旅費、需用費、委託料と４５ページ、公

有財産購入費のうち、都市計画道路千里

丘三島線の用地買収に要する経費の執行

差金でございます。

　４６ページ、款７、土木費、項５、住

宅費、目１、住宅管理費では、委託料等

に係る経費の執行差金と、市営住宅整備

基金積立金で、これは市営住宅の整備及

び管理を適正に履行するための財源を確

保いたしたものでございます。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○木村委員長　岩田都市整備部理事。

○岩田都市整備部理事　議案第１号平成

１６年度摂津市一般会計予算のうち、都

市整備部都市計画課計画街路推進室が担

当いたしております、ＪＲ千里丘ガード

拡幅支援事業につきまして、補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、５４ペー

ジをお開き願います。

　款１５、府支出金、項３、委託金、目

３、土木費委託金の都市計画費委託金の

うち、ＪＲ千里丘ガード拡幅委託金は、

大阪府からの委託金でございます。

　次に歳出でございますが、１６８ペー

ジをお開き願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費で、ＪＲ千里丘ガード拡

幅支援事業に伴う主なもので、報酬では

税務相談の嘱託員報酬でございます。役

務費のうち手数料は土地の鑑定料でござ

います。委託料では土地の測量等委託料

及び建物等の物件調査委託料を計上させ

ていただいております。

　次に、１６９ページの公有財産購入費

につきましては、ＪＲ千里丘ガード拡幅

支援事業の土地購入費と都市計画道路千

里丘三島線の整備に要する土地購入費の

合計でございます。補償、補填及び賠償

金では、土地の買収に伴う物件移転補償

費等でございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号平成１５年度

摂津市一般会計補正予算（第６号）のう

ち、ＪＲ千里丘ガード拡幅支援事業につ

きまして、目を追って主なものについて

補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、１７ペー

ジをお開き願います。

　款１３、府支出金、項３、委託金、目

４、土木費委託金の都市計画費委託金は、

ＪＲ千里丘ガード拡幅委託金の平成１５

年度事業の確定により減額いたすもので

ございます。

　次に、歳出でございますが、４４ペー

ジをお開き願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費の需用費では修繕料を、

役務費では鑑定手数料を、委託料では測

量等委託料及び物件調査委託料を、公有

財産購入費では土地購入費を、補償、補

填及び賠償金では物件移転補償費等、そ

れぞれの執行額が確定したことにより減

額いたすものでございます。

　続きまして、繰越明許費につきまして

御説明申し上げます。７ページをお開き
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願います。

　第２表、「繰越明許費」のうち、款７、

土木費、項４都市計画費、ＪＲ千里丘ガー

ド拡幅支援事業として、平成１５年度中

に契約いたしました物件のうち、１件に

つきまして建物の撤去が平成１６年度に

またがるため、２，５５３万６，０００

円を繰り越しするものでございます。

　以上、予算の補足説明とさせていただ

きます。

○木村委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　辻委員。

○辻委員　今回は、予算概要のページを

追って、質疑をさせていただきます。

　７３ページのクリーンセンター管理事

業ですけれども、１６年度に吹田市の汚

水処理施設の対策を行うような話をちらっ

と聞いたことがあるんですけれども、こ

の件については１６年度の事業の中に吹

田市は盛り込まれているのかどうか、お

知りであれば教えていただきたいと思い

ます。

　次に、し尿処理をやっておるんですけ

れども、安威川流域下水道組合の方にく

み取りの汚水処理を委託はできないもの

か。高槻市、茨木市も１６年度から委託

をお願いするとありますけれども、摂津

市として取り組みはできないのかどうか、

お答えをお願いいたします。

　次、７４ページになりますけれども、

し尿収集事業について、要するに１，０

００万円の金銭補償でありますけれども、

その査定、どのような形で１，０００万

円出されたのか教えてもらいたいと思い

ます。

　次、８４ページ、市内循環バス運行補

助事業について、新路線に移行するとい

うことで、１日、１３便とする中身、こ

れを教えてもらいたいと思います。

　それから、同じく関連いたしまして、

今、鳥飼上に温泉の施設ができ、それに

伴いまして、そこへ向かう高齢者の方か

ら、今の停留所から距離があるというこ

とで、温泉の近くにバス停の設置という

のがありましたし、また、この近くに上

三丁目の方々の点在した住居がございま

す。そういう市民の方からも、ふれあい

の里までの中間にバス停の設置を要望さ

れておりますので、この件について可能

かどうかお聞かせ願いたいと思います。

　次、８４ページの放置自転車の取り締

まりで、周知期間が長いんじゃないかと

いうこともございます。以前、私は阪急

の茨木市駅へ行きますと、告知がなくて、

ビデオでさっと引き上げをされておりま

した。そういうことで、今、行きますと、

ほとんど駐輪がないという状況を見てお

ります。そういうことで、一度検討はで

きないものか、お答えをお願いいたしま

す。

　同じく、千里丘自転車駐輪場と南摂津

駅第２駐車場の光熱費で聞くんですが、

自動販売機を設置されていますね、それ

の１年間の電気代は幾らぐらいかかって

いるか、お願いしたいと思います。

　次、同じく府道大阪高槻線、新在家二

丁目と三府すしとの間の横断歩道の設置

を、住民からの要望をお伝えしておりま

すけれども、関連して聞くんですが、こ

れの設置はどうなのか。それから、ＪＲ

千里丘駅前の、今、ガード拡幅によりま

して将来的には道路拡幅で、千里丘南の

交差点の改良はされると思うんですけれ

ども、現在、信号の設置場所と横断歩道

の設置場所が、歩行者に対して適切な位

置にないということで、歩行者もですし、

運転手の方についても大変難儀している

ということで、その改良ができないもの

か、お答えをお願いしたいと思います。
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　次に８６ページで、交通安全啓発事業

につきまして、以前私も質問をさせてい

ただきまして、自転車同士とか、また自

転車と人の事故が多発しているというこ

とで、どのような対策を。以前は重点的

に安全週間を持たれた年もありますけれ

ども、今現在はどのような対策をされて

いるのか、お聞きしたいと思います。

　８７ページで、法定外公共物譲与特定

事業で、国から今回譲与される里道・水

路で委託料が計上されているんですけれ

ども、摂津市では何箇所ぐらいこれがあ

るのか、教えてもらいたいと思います。

　次、８８ページの道路新設改良事業に

関連で質問をさせていただくんですが、

現在、大阪府によりまして、この都市計

画道路の見直しが行われております。そ

ういうことで、我が市においてもどのよ

うな影響があるのか、お聞きしておきた

いと思います。

　８９ページで、正音寺踏切関連事業に

伴いまして、乙ノ辻の踏切の改良工事の

内容について、どのような工事をされる

のか教えてもらいたいと思います。

　９０ページ、排水路管理事業におきま

して、鳥飼水路の鳥飼上三丁目及び鳥飼

新町二丁目あたりで汚水が排水されてい

るんですが、その原因はわかっておられ

るのかどうか、教えてもらいたいと思い

ます。

　次、９１ページの人孔蓋及び排水管補

修事業の中で、交通事故の中に、マンホー

ルでスリップした事故が多いということ

で、過日、京都大学でも調査されまして、

６０％ぐらいがマンホールでスリップし

た事故ということで調査がありまして、

神戸の方で、それで松やにの樹脂を塗る

方法があるということで開発されまして、

神戸市の方も３か所ぐらい試験的に行っ

ておるということが新聞報道でもありま

した。これについて、本市も取り組みが

できないかどうか、お答えをお願いした

いと思います。

　次、９６ページ、公園みどり課ですけ

れども、維持についてお伺いします。市

民ボランティア等の協働による公園管理

の推進についての考え方を、ひとつ教え

てもらいたいと思います。

　それから、同じく公園の設置につきま

して、できましたら市民整備委員会なる

ものを立ち上げまして、市民のワークショッ

プにより東一津屋の公園の整備ができな

いものか、これについて教えてもらいた

いと思います。

○木村委員長　水田交通対策課長。

○水田交通対策課長　市内循環バスの新

ルートの内容ということでございますけ

れども、従来は１日８便の、左回りのルー

トということで走行しておりましたけれ

ども、今回、近鉄バスと協議を行った結

果、検討案といたしまして、１日１３便

の北回りと南回りのルートということで

提案されております。このことにつきま

しては、今後、まだまだ検討課題がござ

いますので、これから詰めていきたいと

考えております。

　鳥飼上の温泉ができたことによって、

高齢者の方のバス停ということで、これ

は阪急バスに既にお話をさせていただい

ております。温泉の近くにバス停が設置

可能かどうか検討していただきました。

そのことで阪急バスの方から、まだ確定

ではございませんけれども、設置は可能

であるということの回答はいただいてお

りますので、まだ警察とか、その辺の協

議も必要でございますので、引き続き協

議を進めていきたいと考えております。

　それから、放置自転車を即撤去ができ

ないかという質問につきましては、これ

は以前から、放置禁止区域内の自転車に
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つきましての考え方としましては放置し

ている自転車については、警告した後に

すぐに撤去は可能なんですけれども、た

だ、市民感情、あるいは苦情対応としま

して、現在のところエフをつけた後、３

０分の猶予を置いてから撤去していると

ころでございます。ですから、３０分を

置いた自転車を保管事務所へ持っていっ

た、その往復の時間が大体３０分と見て

おりますので、その猶予時間を設けてお

ります。ですから、苦情対応からいきま

しても、やはりその辺が妥当かなと、現

状続けていきたいと考えております。

　それから、千里丘第１の駐輪場、それ

からモノレールの第２自転車駐輪場の自

販機の件でございますけれども、この電

気代につきましては、千里丘第１につき

ましては１１０万円程度の予算計上をさ

せていただいております。それから、モ

ノレールの第２の自転車駐車場の電気代

につきましては、１３２万円を計上させ

ていただいております。

　それから、府道の三府すしの横断歩道

の件でございますけれども、これはかね

てから横断歩道のないところでの乱横断

ということで、危険だということも聞い

ております。摂津警察の方にも要望もし

てきたところなんですけれども、横断歩

道の設置の条件といたしまして、やはり

歩行者の待機場所のスペースが確保でき

ないということで、現在のところ、大阪

府警本部とも調整させていただきました

けれども、設置は難しいということの回

答をいただいております。

　それから、ガード拡幅に関係します千

里丘南の交差点、具体的に申しますとロー

ソン前からフォルテの方へ横断する横断

歩道のことだと思います。これも位置的

には従来そういう形になっておりますけ

れども、一方通行から出てこられる方が、

直線で横断歩道を渡れないので、乱横断

されているということで、摂津警察の方

とも協議いたしまして、もう少し実情に

合った横断歩道の位置に変えられないか

ということで、協議を進めております。

いつごろということは、まだこれからの

話なんですけれども、現在、位置を変え

るという形で検討は進行しております。

　それから、安全啓発ということで、自

転車の事故防止ということで、これも自

転車のマナーがかなり悪いと。特に若年

者の乗り方がかなり悪いということもあ

りまして、春秋の運動はもちろんのこと

なんですけれども、機会あるごとに摂津

警察と街頭指導という形でしております。

また、若年者、特に中高生の乗り方が悪

いということで、今後、中学校、高校に

も足を運んで、そういう指導もしていき

たいと、警察とも検討しているところで

ございます。

○木村委員長　もう少し電気代の問題、

どっちも百何万ということやから、何台

で、それからメーターの関係とか、案分

の関係とか、その辺のことをもう少し詳

しく答弁してください。それはまた後ほ

ど追加で答弁してもらいます。

　野畑土木下水道部参事。

○野畑土木下水道部参事　まず、公園の

清掃のボランティアの関係でございます

けれども、現在、都市公園が３８ござい

ますけれども、そのうちの７つの公園で、

市民のボランティアにしていただいてお

ります。その中で、私どももできるだけ

公園の維持管理経費を落とすために、そ

ういう形でボランティアの皆さん方に協

力を要請するものでございます。今後に

つきましては、現在、公園ボランティア

という形で、公園内のいろんな迷惑行為、

例えば犬のフンとか、猫も関係あります

けれども、それと迷惑行為があるんです
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けれども、それの分につきまして、一応

注意をしていただく方を現在募集してお

りまして、摂津市内で３１名の方がボラ

ンティアとして登録していただいており

ます。その方の輪を広げていくような形

になりまして、公園は自分らのものだと

いう意識を植えつけた中で、維持管理に

ついてもできるだけボランティアの皆さ

ん方にやってもらって、少しでも経費の

削減を図ってまいりたいと思っておりま

す。

　それから、東一津屋の公園の件なんで

すけれども、実際の話、今、財政的な面

ですぐには整備できないんですけれど、

やっぱり周辺の皆様方から、早期に整備

してほしいという要望がかなりございま

す。その辺の中で、もし新しく公園をつ

くる場合におきまして、ワークショップ

方式の中で、周辺の住民の皆さん方の意

見を聞いた中で、どういうような公園に

すれば使い勝手がいいかということを十

分考えまして、そういう形でワークショッ

プをしていただきますと、例えば三島公

園のように、あれも再整備を行ったんで

すけれども、やっぱり自分たちがその公

園に携わったということで、後の維持管

理の方も一緒になってやっていこうとい

う形でしていただいているところもござ

いますので、そういうような効果も考え

てという形で、ワークショップ方式でもっ

てやっていくという考え方は変わってお

りません。

○木村委員長　宮川土木下水道部参事。

○宮川土木下水道部参事　予算概要の７

３ページ、クリーンセンター管理事業に

おきます正雀終末処理施設整備負担金の

中で、１６年度、吹田市の方の整備があ

るのかどうか。私どもが吹田市の正雀処

理場の方へし尿の処理をお願いしている

わけなんですが、その中で施設更新等が

あります場合には、通常前年度に、こう

いう整備計画で整備をしていきたいとい

う協議がございます。今年度につきまし

てはその協議がございませんでしたので、

今回上げさせていただいております４，

５５４万８，０００円の金額につきまし

ては、過年度の施設更新を行いました折

の負担金ということになってございます。

　また、公共下水道が整備されて、し尿

の処理件数が減ってくる。その中で、安

威川流域下水道、公共下水道へその処理

をゆだねることができないかという形。

また、平成１６年度から、確かに高槻市

あるいは茨木市の方が、公共の方へ投入

されるという計画をされております。こ

の公共の方へし尿を投入するに当たりま

しては、一定の約束事がございます。そ

の約束事といいますのは、１つは公共下

水道の普及率が高普及率になること。こ

の高普及率の数字ですけれども、今、大

阪府流域下水道の方でそれを定めておら

れる数値は、普及率９５％という状況に

なってございます。私どもとしましても、

クリーンセンターから投入することで、

希望は持っておりますけれども、今のと

ころ基準の中にはおさまっていないとい

う状況の中では、やはりいましばらく高

普及率を迎えるまでは、今の施設で処理

してまいりたいと。安威川流域下水道の

構成市の中では、本市も含めまして、吹

田市、高槻市、茨木市の状況になってご

ざいます。ですから、あと処理施設の方

の受け皿が可能な状況であって、私ども

のし尿の投入量が可能となれば、これま

た改めて協議させていただける内容にな

るんじゃないかなと考えております。

　７４ページのし尿収集事業におきます

補償金１，０００万円を計上させていた

だいております。これの査定内容という

ことでございますが、今年度計上させて
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いただいております１，０００万円につ

きましては、平成７年度にし尿くみ取り

委託業者と協定を結んでおります。結び

ました中で、一応公共へ切り替えられた

ことで、１件当たり基本額２万４，１３

０円という数値を出してございます。そ

の中で、代替業務もございますから、補

償額としまして１万８，６７０円と、そ

れから２万４，１３０円の二本立てとなっ

ております。今回、１，０００万円を計

上させていただいておりますのは、１万

８，６７０円対象分につきましては１０

０世帯、２万４，１３０円の分につきま

しては３３７世帯という件数をもって１，

０００万円を計上させていただいている

という状況でございます。

　概要の９０ページの排水路にかかわり

ます分で、鳥飼水路の方にいまだに汚水

が流入していると。そのような状況の中

で、どのあたりの汚水が流入しているか。

１つは、最近の渇水期は、農業用水路の

方の用水のくみ上げをいたしておりませ

んから、水量が非常に少ない状況にござ

います。ですから、一般雑排水が水路へ

流入しますと、やはりその質といいます

か、色といいますか、そういうものが目

立ってまいり、見た目には汚染されてい

るという状況になろうかと思います。今

のところ、鳥飼新町付近の企業なども流

入されておられますし、ここというポイ

ント的には把握できておらない状況にご

ざいます。ただ、こういう言い方は何で

すけれども、目星をつけているというと

ころもございます。これはすべてを目星

をつけているわけじゃございませんけれ

ども、そういうところにつきましては、

一応、公有水面への放流ということになっ

てございますから、環境対策課の方とも

連携をとりまして、そういう流入が目立

つ場合には、府も通じた形の中で、指導

あるいは私どもの公共下水道への切り替

え、こういうふうな指導をさせていただ

いておる状況でございます。

　９１ページの人孔蓋及び排水管補修事

業の関係で、マンホールの磨耗の状況に

よっては、非常にスリップしやすくなる

と。これはおっしゃるとおりでございま

す。そのような中で、ことしの初めでし

たか去年の暮れでしたか、神戸市の方で、

委員ご指摘の松やにを材料とした形での

マンホール蓋への加工をされている。マ

ンホール蓋そのものを替えますと非常に

高くつきますし、この方法ですと安くつ

くと。神戸市の方も多くのマンホールを

管理されておるでしょうから、非常にそ

の経費たるものは大きいものではないか

と。私どもも、一応メーカーの方へどう

いうふうな手法でどういうふうな形で施

工するものか。直営でできる内容であれ

ばやってみたいなと。今のところ、材料

費とか、その施工方法を検討していると

いう状況でございまして、まだ施工には

至っていない。もう一つは神戸市の方の

実績。加工されたことでどれほどの効果

が上がっているかということが、まだ定

かにはなっておりませんので、今のとこ

ろ一度は使ってみたいなという状況にお

るようなところでございます。

○木村委員長　池田土木下水道部参事。

○池田土木下水道部参事　８７ページの

法定外の譲与の場所は何箇所かというご

質問でございますが、本市の市域の１，

４８７ヘクタールの中で、譲与対象面積

としまして７９５．６３ヘクタールござ

います。それを１０５ブロックに割って

おりまして、その中で特定作業を里道・

水路、内務省用地等を譲与を受けていっ

ておりまして、来年３月で時限立法が切

れるわけでございます。その中で箇所数

というのが、各特定ブロックに割ってお
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りますので、起終点が２つに分かれたり

しております。そういった中から、１６

年度につきまして、管理のためのソフト

を改修したいと思っております。その中

で、今、委員がおっしゃっております延

長なり箇所数を把握し、管理上、問題の

ないような形で、１６年度末ごろから、

そういうことを精査いたしながら、資料

づくりをしてまいりたいと考えておりま

す。

○木村委員長　山脇都市整備部次長。

○山脇都市整備部次長　都市計画道路の

見直しについてでございますけれども、

現在、大阪府では都市計画決定後、長期

間にわたりまして、事業未着手の都市計

画道路について見直し作業を行われてお

りまして、平成１５年度におきましては

南河内地区をされております。順次、中

河内地区、北河内地区ということで、淀

川以北の北摂地域におきましては、平成

１７年度に見直すように予定をいたして

おるところでございます。

○木村委員長　藤井道路課長。

○藤井道路課長　概要の８９ページの正

音寺踏切関連事業は、府道正雀停車場線

にございます正音寺踏切の拡幅工事に伴

いまして、乙ノ辻踏切の改良工事を条件

という形で承認されたものでございます。

これにつきましては、基本協定を大阪府、

阪急電鉄、摂津市も入りまして交わした

内容でございます。内容といたしまして

は、現在も施されてはおりますけれども、

車どめ、この工事におきましては阪急電

鉄が行ったものでございますが、千里丘

東二丁目側におきましては、車道と踏切

との区分けが定かでないことによりまし

て、ゼブラゾーンをつくる、もしくはカ

ラー舗装をする等の条件がございまして、

その工事をやるものでございます。なお、

工事費につきましては、全額大阪府の負

担で行うものでございます。

○木村委員長　水田交通対策課長。

○水田交通対策課長　先ほどご答弁申し

上げました千里丘第１自転車駐車場、そ

れからモノレール南摂津駅第２自転車駐

車場の電気代でございますけれども、こ

れは施設全体の費用でございまして、自

販機の電気代は把握できておりません。

といいますのは、施設全体で１か所のメー

ターで管理いたしておりますので、今後、

自販機の費用につきましては、メーカー

に問い合わせていきたいと考えておりま

す。

○木村委員長　辻委員。

○辻委員　し尿の公共下水道への投入に

つきましては、また鋭意努力していただ

きまして、９５％という普及率がありま

すけれども、また努力していただきたい

と要望しておきます。

　市内循環バスの補助金の、市民にとっ

てはより便利にと思います。そういうこ

とで検討の余地があるということですか

ら、今まで利用されておりました、特に

一津屋地域の方々についてはもっと意見

を聞きながら、また検討をお願いしたい

と思います。

　鳥飼の温泉のバスの停留所につきまし

ては、努力をよろしくお願いしておきま

す。私も当初は鳥飼西とか鳥飼野々とか

の高齢者から相談を受けましたけれども、

やはり鳥飼上とか地域の方の要望が強かっ

たと思っていますので、ひとつできれば

よろしくお願いしておきます。

　自転車放置の取り締まりの条例化もよ

くわかりました。その中で、特にニッシ

ヨーの周りにつきましては、取り締まり

指導員が抜けた後、かなりの台数がある

と。ＪＲ千里丘というのは摂津市の顔で

ありますし、できましたら何らかの方法

で話し合いをしていただきまして、やは
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りすかっとした駅前にしていただきたい

と思いますので、要望しておきます。

　次に、千里丘駅と南摂津駅の駐輪場の

自販機でございますけれども、これは全

額手数料は社協の方になっているんです

けれども、１か月だけ資料をいただきま

した。千里丘第１駐輪場、売り上げが４

万１６０円、これは１月です。手数料と

して５，２０１円。南摂津駅は５万１，

２９０円の売り上げで、手数料が６，６

４２円。聞きますと、これに１２を掛け

ていただいたら１年間のという形になり

ます。いろいろな状況がありますけれど

も、厳しい中ですから、原課が光熱費を

出して、その手数料が向こうへ行くとい

う。こういう話はどうされたのか、ちょっ

といきさつだけ教えてもらいたいと思い

ます。

　次に、府道大阪高槻線の新在家の横断

歩道、また千里丘の横断歩道に対する件

でありますけれども、この間、資料を調

べていましたら、２００３年に交通事故

で亡くなった方が７，７０２人だったそ

うです。これは３年連続で減少している

ということです。そして、８，０００人

を割ったのが４３年ぶりであると評価を

しているわけであります。要するに、弱

者に対しての対策。警察庁が昨年８月に、

今後１０年間に事故死亡者をさらに半減

させる目標も掲げているわけです。総合

的な対策を推進されると思うんですけれ

ども、今はやはり車中心の考えであると。

これからは人中心の交通環境をつくる、

要するに歩行者の立場に立った計画をお

願いしたいと思います。

　以前、私も質問をさせてもらいました

けれども十三高槻線の歩行者用の信号の

秒数。お年寄りでは無理ですよと言って

いるんですけど、やはり車中心主義で改

良ができない。そういうことをご答弁を

いただきました。日本で死亡率の中で平

成２年の事故を見ますと、４１％が歩行

者と自転車の利用者であると。欧米では

１０％から２０％が歩行者と自転車の利

用者の事故であると。かなり欧米との差

がある。どこに交通対策を置いているの

かということだと思うんです。

　そういうことで、今、豊中市でも、通

学路の信号におきまして、児童が車輪に

巻き込まれたということで、かなり検討

されまして、豊中市におきましてはＮＰ

Ｏ法人まちづくりネットワークの主催で

取り組まれて、今回、歩車分離方式の信

号の設置を進めておられています。そう

いうことで、今後の考え方といたしまし

て、やはり人が中心になった交差点改良、

対策をお願いしたいということで、でき

ましたら歩車分離方式の設置、摂津市で

は何箇所ぐらいされているのか、お聞か

せ願いたいと思います。

　法定外公共物の譲与の特定事業であり

ますけれども、今年度中に作成というこ

とでありますから、どうか入力ミスのな

いように、しっかりと仕上げてもらいた

いと思いますので、要望しておきます。

　道路新設改良については１７年度に見

直すということで、またわかり次第お知

らせ願いたいと思います。よろしくお願

いします。

　正音寺の踏切の関連事業についてはわ

かりました。そこで、今、自転車、バイ

クなりは通行できるんですが、今後、自

転車、バイクの通行についてはどうなる

のか、教えてもらいたいと思います。

　鳥飼水路の件でありますけれども、住

民の方のいろんな意見がございまして、

あの水路を埋めてほしいとか、暗渠にし

てほしいとか。それに対して運動を起こ

される方もあります。私たちが話をして

いるのは、やはりできましたら自然の水
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路に戻したいということで、また市民の

方にも、行政はこんな時代ですから、で

きましたら住んでいる我々が、次世代の

子どものために何かやりたいなと、こん

な意見も多く出ております。そういうこ

とで、市民の方も鳥飼水路については関

心を持たれて、いついつかにはこんなの

が流れていましたよ、あの黄色いのは何

ですかというて、時間帯、または日にち

によっても問い合わせがあるんです。先

ほどご答弁がありましたけれども、どこ

からどんなものが流れているかというの

は、特定できないということをおっしゃっ

ていました。私たちも調べたけれどもわ

からないです、マンホールの中ですから。

ですから、現実に流れ込んでいるのは間

違いないわけですから、あれさえある程

度やっていくと、浮いている油はなくな

りますし、黄色いものがなくなってまい

ります。もう少し澄み切った水路になる

んじゃないかと思いますので、努力して

いただきまして、公共下水道の切り替え

の方の指導もしていただいて。私もある

人を連れていったんです。南摂津駅をお

りましたら、井路といって、昔鳥飼水路

はこんなに澄み切って、農作業に使った

船があるし、こんなやったなと言うて、

この間も話したんです。そんなまでには

いきませんけれども、とにかくそれに近

い鳥飼地域は、まだ昔が残っている町並

みですから、していきたいなという思い

が市民の中にもありまして、先日もある

男性が、おれは死ぬまでにやったるでと、

大きなほらを吹いたかもわかりませんけ

れども、何とかしたいという思いを述べ

ておられましたので、ひとつよろしくお

願いしておきます。

　それから、公園みどり課のボランティ

アはわかりました。１つ、私も自治会長

をさせていただきまして、代表質問のと

きに、やはり自治会長なり連合自治会と

いうご答弁がされるんです。ところが、

一自治会の会長として割に伝わってこな

い。そういうことがありまして、自治会

の総会もございますし、自治会単位でこ

ういうボランティアを募集するとか、公

園みどり課としてお願いしたいとかいう

ものを、連合自治会との話し合いをまず

しなければいけないと思いますけれども、

できたらそういうような形でしてはどう

かと思うんです。この点、ご意見があり

ましたらよろしくお願いします。

　それから、東一津屋の件につきまして

も、いろいろと地域の方とも相談しなが

らやっておりますので、積極的に周辺の

方にも動いていただいて、立ち上げなり

ができるような形に持っていただきたい

と思いますので、ひとつよろしくお願い

しておきます。

　マンホールのすべり止めにつきまして

は、先ほどおっしゃっていました、新聞

だけの情報でしたら３か所ぐらいと言っ

ておりますので、今後取り入れていきた

いということでありますので、できまし

たら工法によって、直営となると塗るだ

けですから、もし焼きつけなら、今おっ

しゃったようにあります。大体１万円か

ら１万２，０００円で１つができるとい

うことでしたので、これもひとつ努力し

ていただいて、お願いしておきたいと思

います。

○木村委員長　自動販売機の分を、水田

課長、答弁できますか。

　水田交通対策課長。

○水田交通対策課長　自動販売機の件で

ございますけれども、これは社会福祉協

議会の方から、行政財産目的外使用許可

申請という形で、私どもの方へ出ており

ます。それにあわせまして、行財財産の

使用料の免除申請ということもあわせて
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出されておりまして、そのことから設置

の許可証を発行しているということで行っ

ております。

　それから、三府すし前の横断歩道の件

でございますけれども、歩車分離の横断

歩道は市内に何箇所あるかということで

ございますけれども、歩車分離の横断歩

道の種類が幾らかございまして、よくあ

りますスクランブル方式、歩行者と車両

とが交互に行くと。それから、全く車両

をできるだけ通らす、歩行者をとめる、

そういう形のものもありますけれども、

摂津市内におきましてはスクランブル方

式の歩車分離の横断歩道というのは２か

所と把握しております。

　歩車分離の横断歩道の設置につきまし

ては、これは以前からいろんな検討もさ

れております。ただ、幹線道路の車両の

多いところにつきましては、時間帯でか

なり渋滞する可能性がございまして、車

両と歩行者を分離しますので、時間帯が

長くなるということから、なかなか幹線

道路に設置するのは難しいと府警本部か

ら伺っています。

○木村委員長　乙ノ辻踏み切りについて、

答弁をして下さい。

　藤井道路課長。

○藤井道路課長　現在もう既になってお

るわけでありますけれども、バイクと自

転車は通行可能です。

○木村委員長　野畑土木下水道部参事。

○野畑土木下水道部参事　公園のボラン

ティアの活動につきまして、これは平成

１４年５月から、実際活動されているん

ですけれども、その折には公園のある周

辺の自治会長の皆さんに当たりました。

そして、「こういうような形でやってい

きたいと思っております、だからぜひそ

ういうような形で活動する方も出してい

ただきたい」ということで。その中で、

実際出てまいりましたのが、公園名でい

きますと庄屋公園、三島荘公園、鳥山公

園、三島公園、別府公園、ふるさと公園、

くぬぎ公園、鳥飼八町公園の周辺の自治

会長がやってあげようと。特に庄屋公園

なんかでしたら、２つの自治会がありま

すので、それぞれの会長さん。それで、

この辺の方につきましては、ほとんど公

園のボランティアという形で、清掃の方

も一緒にされていた方もおられます。た

だ、ボランティアの活動だけで清掃の方

はやっていただけないところもあります

ので、できるだけこの辺の中で、近くの

自治会長もかわられた方もおられますの

で、再度お願いに上がりたいということ

です。

　それと、公園の中で、花いっぱい活動

とかをされている方がおられます。その

辺の方につきましても、できるだけこの

形の中で協力していただけるように、お

願いに上がりたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。

○木村委員長　部長、電気代の免除の件

について、私自身も理解できへんねんけ

ど、その辺の経過というか。６，０００

円か７，０００円の手数料をもらうのは

いいんやけど、私のとこらでも自動販売

機を置いているけど、電気代というのは

ばかにならんのですよ。それを免除する

ということの根拠はどういうことにある

のか。その辺のことを、今すぐ答弁でき

へんかったら、後ほど一遍調べた結果を

また報告してください。

　辻委員。

○辻委員　今の件は委員長の方からおっ

しゃっていただきましたので、よろしく

お願いしておきます。

　先ほどの歩道の設置の件でありますけ

れども、正雀一津屋線の朧ヶ橋の工事も

ほぼ完成に近づいてまいりました。工事
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中もいろいろと接触事故等がありまして、

大変地域住民に危険な箇所ということで

もありますし、また通学路にもなってお

りますので、完成した暁にその横断歩道

を、スクランブル的なものがいいかと思

いますけれども設置をしていただいて、

特に児童が多うございますし、病院もあ

りますし、大型車も通ります。そんなこ

とから、最優先にできましたら検討して

いただきたいと思います。

　摂津の幹線道路という話もありました

けれども、検討していただきまして、高

齢者にやさしい道路と言うんでしょうか、

そういう対策もよろしくお願いしておき

たいと思います。

　それから、踏切の件についてはわかり

ました。多分、枕木の車どめから、でき

たらおしゃれな、顔になるような。よそ

のところに行ったらあるんですね。よろ

しくお願いしておきます。

　最後、ボランティアの件はよくわかり

ました。特に野々公園も、今回、市民の

方は花壇のクラブをつくっていただきま

して、会長等にもその旨をできたらとい

うお話をしておりましたところ、転居さ

れまして、今度、会長がかわられるとい

うことで、総会では引き継ぎの話をして

ほしいなと言っておりますけれども、や

はりその中で個々にまたお話もしていた

だいて、取り組んでいくように協力して

いただくように要望しておきます。

○木村委員長　柴田委員。

○柴田委員　予算概要の８３ページの交

通安全対策推進事業で、道路の反射鏡の

維持管理、それから反射鏡を５基つくる

ということですが、この５基は、場所は

どういうところというのがわかっている

のか。それから、清掃は、大体値段的に

も同じぐらいの費用を予算化されている

んですけれども、この辺、若干最近は少

しでも節減するということで、単価が落

ちてきていると思うんですが、そういう

ことも含めて少しご説明をいただきたい

と思います。

　８４ページの市内循環バスのことで辻

委員もお聞きになって、バス路線が少し

変わるということですが、過去には８０

０万円、現在は１，０００万円を近鉄バ

スに出させていただいて、循環バスを運

行していただいているんですけれども、

現在どれぐらいの利用者があって、近鉄

バスがこの補助金をもらうことによって、

今後ずっと維持してもらえるような状況

なのか。それとも、抜本的にこの辺は、

市内の足ということを含めて考えていか

ないかんということは、何年か前からも

問題にはなっておりますけれども、その

辺の取り組みはどうなっていくのか、教

えていただきたいと思います。

　同じページですけれども、放置自転車

の対策事業で２，２８６万９，０００円

という費用を、ことしも予算化されるわ

けです。先ほども放置自転車のことも出

ておりましたが、放置自転車をできるだ

け少なくする方法として、例えば吹田駅

へ行きますと、朝はもう既に８時過ぎに、

放置自転車を撤去するダンプカーという

んですか、撤去車が放置しやすいような

ところへ待機して、少しマイクなどでＰ

Ｒしているというか、威圧というんでしょ

うか、そういうことによって放置しにく

い状況をつくっていると。苦肉の策だと

思うんですけれども、そういうような状

況で、かなり効果が出ているだろうと思

うんです。摂津市も場所的なこともある

と思うんですが、ある意味では、そうい

う啓発も考えていかなければならんので

はないかと思うんですが、そのお考えは

どうでしょうか。また、やるとしても、

そこに待機することによって、かえって
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交通障害を起こすというような状況の場

所もありますから、必ずしもそれができ

るとは思いませんけれども、そういう考

え方も取り入れていかなければならんの

じゃないかと思うんてすが、いかがでしょ

うか。

　８７ページ、道路台帳整備事業という

ことで、ことしも７４９万２，０００円、

それから新規の道路台帳事業ということ

で、図面をつくったりいろいろされると

いうことで４０７万６，０００円の予算

化されているんですが、この予算の金額

についてどうのこうのということではあ

りません。ただ、過去から摂津市内の道

路を台帳化して、できるだけ市道をはっ

きりさせていきたいということでしょう

が、それをするために障害になっている

ということは、やはり道路の境界明示な

どがまだまだ十分できないというような

状況の中で、今日、道路台帳の整備がお

くれているということがあるのではない

かと思うんです。それもおいおい何とか

していかなければならんのでしょうけれ

ども、きょうはここでどこだという事例

は出しませんけれども、そういうことを

含めて、道路台帳を整備するための明示

等について、土地所有者の理解なり、ま

た明示立ち会いへの協力なり、いろいろ

なことをしていかないと、本当の道路と

いうものが台帳化できない。台帳化でき

ないだけじゃなくて、そういうことがで

きると、今、進めておられる、例えばＬ

型側溝などをつけた、従来のＵ字型側溝

じゃなしに、今の新しい側溝をつけてい

くと。また、側溝的なものをつくっていっ

て、道路の形態を上手につくっていくと

いうこともできるんではないかと。

　一例を挙げますと、今回、正雀一丁目

の地域の宮川化成の両脇周辺で、今回道

路が整備されまして、非常に通りやすく

なったということで、住民も喜んでおら

れるし、いい結果が出てきております。

そういうことで、現在、側溝ぶたの音鳴

りだとか、清掃の問題だとか、いろいろ

なことを含めて、今後やっぱり道路台帳

を整理するということも含め、またそう

いうところの境界明示も進めていかなけ

ればならんということで、一度この辺は、

何かそういうネックになっているものが

どうなのか、どういうふうに具体的に今

後取り組んでいかれるのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

　市内環境整備事業ということで、河川

環境だとか、道路環境の整備ということ

でお尋ねをすることになるんですが、端

的に申し上げますと、河川ということで、

山田川の河川のコンクリート壁の部分を

かさ上げされております。先般、庄屋地

域が工事されました。これは大きな雨が

降って、何十年間に１回の雨のことを考

えたときに、当然、幾らかのかさ上げが

必要だということで、大阪府の方がやっ

ておられる工事だと思うんですが、ちょっ

と地元との問題で、大阪府の工事のあり

方について、もう少し考えてもらわない

かんのじゃないかという問題が出ており

ます。そういう事業をするときには、地

域にもう少し、やはり工事期間だとか工

事の内容だとか、そして騒音だとか、ほ

こりだとか、そういうことも含めて地域

説明があってもいいんじゃないかという

ことが出ております。もう工事は終わっ

てしまいましたので、そのことでは今か

らとやかくじゃないですけれども、何で

えらい急にあない大きな音を出して、何

のためにやってはりますのやということ

を、我々にも問い合わせがありました。

私は大体、今申し上げた、何十年周期か

の雨量計算にまだ少し問題が残るんで、

この際、かさ上げをしていくんだという
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ことでしょうということを説明はしたん

ですけれど、地元への説明が少ないとい

うことで、この辺はどうなんでしょうか

ということ。その辺は市の事業じゃない

と思いますので、市の方はどこまで関与

できるのかということですけれども、少

しお尋ねをしておきたいと思います。

　路面清掃事業ですけれども、これの６

５０万円ということで、これは各道路の

路面の清掃、特に側溝、集水ますの木の

葉の詰まりというようなことで、梅雨時

とか大雨が降ったときには、そのことが

原因して一部浸水というようなことが起

こる。私も先般、町会の中で、そういう

ところを探してみたら、かなり木の葉が

たまっていて、問題が多いようなところ

があったんですが、この６５０万円の清

掃費で、どの程度のことまでやっていか

れるのか、その辺のことの内容について

教えてもらいたいと思います。

　それから、次は８９ページ。この正音

寺踏切関連事業ということで、先ほど辻

委員もお尋ねになって、ここをやるため

には、今の踏切の車どめしなきゃならん

ということだそうですが、その辺、地元

との関係はどうなんでしょうかというこ

とが１つと、それから正音寺踏切のこと

につきましては、いよいよ拡幅をしても

らえるということですが、この辺の内容

について教えていただければありがたい

なと思います。

　交通安全対策で、庄屋自治会の、あの

周辺の自治会から、特に府道千里丘一津

屋線の庄屋北西部自治会の周辺のことに

ついての安全対策ということで、市の方

に要望書なり、ご相談に上がっておられ

ると聞いております。このことと、阪急

の車庫の隅切りの問題なども含めて、や

はり一番あの地域では交通障害になって

いる、歩行者が歩くのに非常に危険な状

況になっているということで、その辺の

要望等を含めての経緯、また今後それを

踏まえて、市の方は、大阪府なり、また

市独自なりが、どのような方向で動いて

いかれるのかということの、お考えを聞

かせていただければ、ありがたいと思い

ます。

　それから、千里丘三島線の、特にフォ

ルテのあの周辺の都市計画を打ってある

のと、現実もうフォルテの周辺の道路は、

従来の都市計画とは違う状況で整備され

ていると。今後、やっぱり今の都市計画

の中での車幅は、３６メートルをもって

まだ整備をしていくというものが、都市

計画の中に残っているかのように思うん

ですが、あの辺も含めて、千里丘ガード

が拡幅されてきて、今後、やっぱり南に

延びていくときの整備として、一定の都

市計画街路の見直しも含めた考え方を出

していかないかんのと違うかと感じるわ

けです。

　このことに関連するんですけれども、

以前に千里丘寝屋川線の都市計画で、府

の方が打っているのは、たしか４車線と

いうのがありました。しかし、あれをい

つまでもそのまま置いておけば、なかな

か千里丘寝屋川線の促進もできないとい

うことから、あの周辺も含めて、都市計

画の考え方というのを、一定の現実に即

したものに変えていかないかん時期が来

たんではないかなと思いますので、その

回答については考えとしてあるだけのこ

とですから要りませんけれども、今の千

里丘三島線の市道のことについては、少

しお尋ねしておきたいと思います。

　のうも代表質問の中で、多くの皆さん

が交通バリアフリー基本計画事業という

ことで、この９２ページにも書いており

ますことで、かなり詳しくご質問なさい

まして、その内容も詳しく答弁もされて
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おりますので、大体のことはわかるんで

すけれども、あえてここで４６６万５，

０００円という、今回の調査事業に対す

る予算を組んでおられますので、もう少

しこの辺の流れについて、教えていただ

ければありがたいと思います。特にバリ

アフリー基本構想の策定、これは４００

万円ほどで委託されるということですが、

どのような動きになるのか。きのうの話

では、最終的には２２年と、代表質問の

中ではご答弁がありましたが、特に皆さ

んが心配しておられるのは、エレベーター

の問題などは、いつごろに本当にできる

のかということです。

　あえて私がここでお尋ねするのは、過

去にも私もエレベーターの問題を質問さ

せていただいたことがありました。その

ときには、阪急と一定の話をされたとい

う経緯の中の回答書などもそちらに提示

して、阪急の方では３年以内にやりたい

と。ただし、摂津市がその条件を飲んで

いただけるということでないとぐあいが

悪いという話で、摂津市の方は、やはり

バリアフリー法の事業を立ち上げてやる

ことによって、経費の節減を図っていき、

これからの総合的な物の考え方をつくっ

ていきたいということで、もう既にあれ

から３年以上、４年近くなってしまうわ

けですが、そういうことも含めて、もう

ちょっと詳しいことを教えてほしいと思

います。

　それから、同じ９３ページですけれど

も、市有建築物保全の調査委託、これは

新規で１，０４５万９，０００円組まれ

ているんですけれども、この内容につい

て少し教えていただきたい。

　９６ページに移ります。これも今、公

園の管理のことで辻委員からの質問もあ

りましたし、私も今の公園のボランティ

アによる取り組み、いろいろな協力とい

うこと、これはもうご承知のように庄屋

公園はできたときから十数年間にわたっ

て、現在も続いております。このことで、

先般少しあるところで言うといたんです

けれども、公園を清掃していく中で、一

番ネックになってくるのは枯れ葉の問題

なんです。そのことは、もうボランティ

アだけではちょっと行き届かないと。こ

れについては一遍抜本的な考え方を出し

てもらいたいということを、特に公園を

守る会の会長である方もおっしゃってお

られます。具体的に言いますと、１１月

から１月、２月ぐらいまでの間に、枯れ

葉が、大体庄屋公園を対象にしますと、

７０リットルのビニール袋に、約２５０

杯分ぐらい出るんです。それを何とかし

ないと、まず溝の底が詰まったり、それ

から、もしだれかに火遊びでもされたら

火災の原因にもなるということで、間の

ときは余り枯れ葉が落ちないので、４月

から９月ぐらいまではいいんですけれど

も、１０月、１１月と枯れ葉が落ち出す

と、非常にそれが大きな問題になる。そ

して、また風でも吹きますと、せっかく

清掃しても、明くる日にはまた道路一面

に枯れ葉が舞い戻ってくると。こういう

ふうなことで、できれば枯れ葉をその期

間内で清掃したらどうかということで、

そういうことへの取り組みはできている

のかということを、一度お尋ねしたいと

思うんです。

　今、補助金なり、そういう助成を少し

でもカットしていかないかん状態の中で

すけれども、一例として申し上げたんで

すけれども、例えば７０リットル入る１

枚の袋にいっぱい枯れ葉を詰めてもらっ

て清掃して、いつでも持って帰ってもら

えるような状態にするときに、例えば１

袋に対して幾らかの補助金でも出すとい

うような、費用弁償をするということを
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考えていけば、これは例えば２５０杯出

るとしても、仮に１杯、１００円で協力

を仰いだとしても、２万５，０００円の

お金があれば、清掃で持って帰ってもら

うまでの状況をつくってもらえる。もし、

これがシルバーなり、ほかの人がこれだ

けの清掃をしようと思ったら、３人や４

人ではできないだろうと。仮に１日、８，

０００円のシルバーの人にしてもらって、

５人かかったって４万円かかってしまう。

１０人かかれば８万円かかってしまう。

これをそういうふうな形の中ですれば、

もし受け入れが可とすれば、またそれを

自分たちの花壇の育成だとか、いろいろ

なことに再捻出してもらうということで、

地域にそういうふうなことも考えていか

れたらいいのではないかと思うんですが、

この辺についてもいかがでしょうか。

　それから、先ほど住宅のことで聞きま

した。一番最後に建築住宅課の方で、９

８ページですけれども、住宅管理事業費

ということで、いろいろと今の市営住宅

に対して、かなり老朽化してきている中

で、管理していくのに大きなコストがか

かっていく。もう一度、ここは住宅のあ

り方について検討しなきゃならん時期に

達してきていると思います。また、きの

うの代表質問の中にも、住宅のあり方を

どうするのかというお尋ねもありました。

私たちは、やはり現在入っておられる人

の安全ということも図りながら、将来の

市営住宅のあり方ということを、やっぱ

り抜本的に考えていかなければならない

のではないか。また、そういうことを含

めて、一度住宅についての基本的なお考

えがあれば、聞かせておいていただきた

いと思います。

○木村委員長　野畑土木下水道部参事。

○野畑土木下水道部参事　庄屋公園の落

ち葉の問題でございますけれども、実際、

自治会長の方からも聞いております。そ

の中で、現在はシルバーの作業の中で一

緒に集めてもらっているということで理

解していただきたいんです。ただ、それ

を肥料とかいろんな形に使えないかにつ

いても、今後はちょっと検討していくべ

き余地があるんじゃないかと考えており

ますので、検討課題としてさせていただ

きたいと思います。

○木村委員長　藤井道路課長。

○藤井道路課長　概要の８３ページ、交

通安全対策推進事業のうちのカーブミラー

の関係でございますけれども、予算額１

００万円となっておりまして、想定５基

としておりますけれども、具体的に１６

年度にどこへ設置するかというのは、現

在のところまだ決まっておりません。現

時点で、かなり要望が来ておる部分を含

めまして、優先度の高いものから、予算

の範囲内で設置していきたいと考えてお

ります。

　続きまして、カーブミラーの清掃でご

ざいますけれども、予算額８２万３，０

００円で、単価として想定しております

のは８３０円を考えております。実績で

いきますと、１基当たり７７７円でござ

いますけれども、何とかその金額程度ぐ

らい、今年度におきましてもかなり業者

との折衝を行いまして、７７７円になっ

たということもございますけれども、さ

らに努力できる部分があるかどうか、検

討したいと思っております。

　続きまして、路面清掃におきましては

６５０万円の予算をもちまして、年間４

回、機械清掃及び人の張りつけによりま

してやっておるわけでございまして、１

回当たりの距離が７６キロをやっておる

わけでございます。春夏秋冬といいます

か、４時期にやっておるというのが実態

でございます。
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　ご指摘のますが枯れ葉によって詰まる

んやないかということがございまして、

集水ますにつきましては、２，８０９か

所を、落葉後に年１回という形が、この

６５０万円の内容でございます。それ以

外につきましては、随時やっておるとい

うような内容でございます。６５０万円

は先ほど言った内容でございます。

　続きまして、乙ノ辻の踏切の、要する

に車どめ対策の地元の説明はということ

でございますけれども、現在はもう既に

車どめの対策は講じておられまして、先

ほど辻委員が言われましたように、枕木

で通行どめの処置をされておるというこ

とを、阪急電鉄の立ち会いの上で、その

枕木ではなくて、本来の車どめの工事を

施工願いたいという内容でございます。

ですので、特に地元ということではない

と考えております。

　安全対策工事で、府道正雀停車場線と

市道千里丘４５号線との隅切り部分の工

事については、かねてより要望があった

場所でございまして、このことにつきま

しては、阪急電鉄とも現地の立ち会いも

行い、用地のことについては一定の理解

が得られておるわけなんですけれども、

その施工に伴います工事費用の膨大さ等

によりまして、ちょっと懸案事項になっ

ているという状態でございます。

　続きまして、道路台帳の整備について、

要するに台帳整備がおくれて、道路の境

界がはっきりしてないから、Ｕ型側溝等

の解消ができないのではないか。台帳等

の整備をするネックは何かというお問い

でございますが、確かに委員ご指摘の台

帳の整備率におきましては、現在におき

まして約３４％、延長にいたしまして６

２キロメートル程度しかでき上がっては

おりません。認定延長約１９０キロメー

トルございまして、その１９０キロを道

路台帳としまして、道路区分を明確にす

るという意味合いからいきますと、やは

り膨大な費用がかかるということで、こ

れは毎年上がっておりまして、現在の予

算をそのまま推移したということでいき

ますと、おおむね８０年かかるんではな

いかと。簡単に申し上げまして、費用が

かかるというのがネックになっていると

いう内容でございます。

○木村委員長　山脇都市整備部次長。

○山脇都市整備部次長　フォルテの南側

の千里丘南交差点周辺の都市計画の状況、

また整備の状況というお問いですけれど

も、千里丘南交差点からさらに南側につ

きましての都市計画の状況につきまして

は、幅員が２５メートル、２０メートル、

２１メートルのいろんな幅員があるんで

すけれども、これはその付近に都市計画

道路千里丘正雀一津屋線というのが、ちょ

うどＪＲの方から、ほぼ線路と並行して、

かつ千里丘東三丁目の町内を通過して、

その付近に交差する都市計画の状況になっ

ておりまして、さらにそれが千里丘寝屋

川線まで接続されているという、都市計

画道路が非常にその付近は密に配置され

ておりまして、幅員もまちまちの状況で

あります。また、今、委員おっしゃいま

したように、千里丘寝屋川線につきまし

ては、２５メートルから３６メートルの

高幅員の都市計画道路になっております。

これは、千里丘寝屋川線自体が、以前４

車線ということで計画された結果、２５

から３６ということになっております。

　都市計画道路の見直しということで、

平成１７年度に北摂地域は行うことになっ

ておるんですけれども、今、大阪府と話

をさせていただいているのは、あくまで

３０年以上経過した都市計画道路の未着

手の見直しであって、幅員の変更につい

てはまた後日だとおっしゃっているんで
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すけれども、それではこの付近の整備を

進めようとすれば、なかなか都市計画と

の整合ができないということで、今日ま

できているんですけれども、ただ、国の

方で市町村の道路事業、街路事業採択と

いうのは原則廃止されております。ただ、

ネットワーク関連でありますとか、市町

村の合併による事業であれば採択を受け

られるんですけれども、なかなかそうい

うわけにはいきません。ただ、交通安全

事業については、下限額が決められただ

けで、事業採択はなるんですけれども、

そういう方策も考えなければならないな

と思っておりますけれども、いかんせん

都市計画道路の幅員が広過ぎて、交通安

全事業になじまないところがあるのも事

実です。千里丘南交差点から、さらに市

役所に向かっての千里丘三島線の整備に

ついては、いろいろこれからそういう状

況もありますことから、研究していきた

いと思っております。

　交通バリアフリー法の流れについてと

いうことなんですけれども、平成１６年

度で交通バリアフリー法の策定委員会を

第１四半期ぐらいに立ち上げたいと思っ

ております。そのメンバーにつきまして

は、他市の例とほぼ類似していこうかな

と思っております。学識経験者２名ほど、

また自治連合会の方から２名ほどお願い

しようかなと。また、障害者、高齢者の

団体、保育関係の団体ということで６名。

また、公共交通事業者ということで、Ｊ

Ｒ西日本、阪急電鉄、阪急バス、近鉄バ

ス、この４名。それから、関係行政機関

として摂津警察署、また府道の関係もあ

りますし、茨木土木事務所。さらには基

本構想の策定をすれば、大阪府の方に届

けることになっておりますので、大阪府

の建築企画課のメンバー、さらに摂津市

の関係部であります都市整備部、保健福

祉部、土木下水道部ということで、全体

的には約２０名ぐらいの策定委員会を考

えておりまして、その策定委員会につき

ましては、年度内に約４回ぐらい開かせ

ていただいて、その途中で市民公募によ

りますタウンウオッチング、正雀の状況、

千里丘の状況をいろいろ皆さんに見てい

ただいた中で、ワークショップを開きな

がら、皆さんのご意見を伺いながら、策

定委員会、基本構想に反映していきたい

と思っております。可能な限り、そうい

う情報をホームページで知らせていきた

いと思っております。

○木村委員長　宮川土木下水道部参事。

○宮川土木下水道部参事　本市を流れま

す山田川のコンクリート壁、パラペット

の部分のかさ上げ工事がされていると。

これが庄屋地域の方で整備されたという

お話ですが、私どもの方も大阪府の方か

ら、直接その内容については伺っており

ません。工事につきましては、沿道の方々

につきまして、実態がどこの事業になる

のかということを把握されないままされ

るということは、非常に日常生活に支障

を来したんではないかと思います。

　そのような事実があるということです

から、大阪府の方へ、いろんな事情があ

ろうかと思うんですけれども、事情を確

認した上で、工事については市、府とい

う形の連携を密に図るという基本のもと

に、やはりささいな事業であっても、せ

めて沿道地域の自治会長でありますとか、

そういう役員の方々に、工事内容を周知

するという内容を、申し入れさせていた

だきたいと思います。

○木村委員長　水田交通対策課長。

○水田交通対策課長　概要の８３ページ、

市内循環バスの利用状況と、それから今

後維持できるのかという内容でございま

す。１４年度実績でございますけれども、
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１日、９便の中で、１日平均利用者数が

４６人ですから、１便当たり５名程度の

乗降者という形でございます。ちなみに

私どもがアンケート調査をさせていただ

きまして、その中でも、やはりＪＲ千里

丘から別府でおりられる方、別府から一

津屋、鳥飼の方へ行かれると、分かれた

ような状態で利用されておるところでご

ざいます。

　補助事業といたしまして１，０００万

円の補助を現在いたしておりますけれど

も、１，０００万円補助いたしましても、

実績報告では７００万円ぐらい程度の赤

字ということで報告をいただいておりま

すけれども、近鉄バスといたしましては、

やはり市が市民の足の確保ということで、

補助事業とされていることがある限りは、

やはり赤字であろうが続けていかなけれ

ばならないという形でのご意見は聞いて

おります。

　それから、放置自転車対策で、吹田方

式といいますか、早朝にトラックを配置

して啓発ということで、摂津市も以前、

そういう形で８時からトラックを配置し

まして、テープを流した経過がございま

す。ただ、テープを連続して流しますと、

やはりその辺からの苦情もよくありまし

たので、現在のところは時間帯を少し下

げまして、８時４５分ぐらいから駅前に

配置させてもらっております。あわせて、

シルバーの方の指導員の委託ということ

で、早朝７時から１０時まで、指導員の

指導、啓発ということで、あわせてさせ

ていただいております。ただ、おっしゃっ

ているようにトラックを配置することに

よって、多少その辺の効果は以前からも

あるということは聞いております。ただ、

業者の時間帯の契約の中にもそのことが

ございますので、今後その辺が可能かど

うか、一遍検討もしていきたいなと考え

ております。

　それから、正音寺踏切の拡幅の工事で

ございますけれども、大阪府の方にお伺

いしておりますと、１５年度で実施設計、

１６年度で工事着手ということで、工期

工程につきましては、まだ阪急電鉄の方

から大阪府の方にははっきりした内容は

届いていませんと。ただし、１６年度に

は必ずその工事は着工いたしますと。あ

わせて、工事着工前には地元の方への説

明会も必ずやっていきたいと聞いており

ます。

　それに関連しまして乙ノ辻踏切の補足

説明を若干させていただきたいと思いま

す。乙ノ辻の踏切につきましては、従前

から車両通行禁止規制がかかっておりま

して、それに小型特殊を除くという形で

規制がかっております。現況は、ガラン

ド水路の親水事業で、ちょうど東側にな

りますが、車両が通れないような形で、

石のバリケードみたいなものが設けられ

ました。西側につきましては、さっき藤

井課長の方から申しました枕木といいま

すか、それがセンターの方に、横断する

ところに立っておりまして、それにあわ

せて安全柵も設置されています。今回、

規制強化ということで、そういう枕木も

外しまして、安全柵も外して、それから

ポールを打っていくという形で、阪急電

鉄の協議の中で了解も得ながら、地元の

方にも理解を得ながら、計画していると

ころでございます。

○木村委員長　村井都市開発課参事。

○村井都市開発課参事　市営住宅に対す

る将来に向けての考え方でございますけ

れども、過日の代表質問の中でもご答弁

を申し上げておりますように、市営住宅

に対する需要は確かに高い水準にござい

ますことは、十分承知いたしております。

既存の市営住宅の中で、耐用年数が既に
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経過しております、老朽化が著しい鳥飼

野々団地の建て替え、また居住面積が３

７平方メートル、狭小であり、浴室整備

の伴っていない鰺生野団地の居住水準の

改善の必要性につきましては、住宅マス

タープランの管理計画の中にも示してお

りますとおり、これらの課題におきまし

ては十分承知しているところでございま

す。このような状況から、平成１２年度

に市営住宅の整備及び管理を適正に履行

するということで、市営住宅整備基金条

例を制定いたしまして、現在、基金の積

み立てに鋭意努力をいたしておるところ

でございます。今後におきましても、十

分その部分を考慮しながら、検討してま

いりたいと考えております。

　１６年度におきましても、住宅の管理

面においても、当然、修繕料等がかさむ

わけでございますけれども、限られた予

算の枠内で、生活必要上特に支障を来す

部分におきましては、鋭意最優先にしな

がら取り組んでいると。特に高齢者向け

の安全対策面は十分考慮しながら実施し

たいと考えております。また、老朽化の

著しい鳥飼野々団地、あるいは鰺生野団

地等におきましても、重点的にパトロー

ルを重ねながら、対処していきたいと考

えております。

○木村委員長　長野都市開発課長代理。

○長野都市開発課長代理　それでは、予

算概要９３ページの、市有建築物の保全・

調査事業は、国の緊急地域雇用創出事業

を活用いたしまして、１０分の１０の補

助となっております。それで、現在、市

有建築物につきましては、本市の現状と

しましては、各施設管理者ごとにさまざ

まな状況となっております。施設台帳を

お持ちのところもありますし、全く持っ

ておらないところもあると思います。そ

ういった中で、この事業によりまして、

施設台帳を整備するとともに、それらの

劣化調査をしまして、管理システムを導

入いたしまして、それに結果を入れてい

くということを考えております。

　現況調査につきましては、建築士ある

いは電気、空調、給排水、衛生設備、こ

れら３人体制で市有建築物の調査を行い

たいと思っております。施設数につきま

しては、市役所庁舎を初めとしまして、

ざっと１２０施設を考えております。た

だ、これも予算の範囲内で、できるだけ

たくさんの現況調査を行いたいと考えて

おります。

○木村委員長　水田交通対策課長。

○水田交通対策課長　正音寺踏切の改良

事業の内容の中身でございますけれども、

各歩道の幅員でございますが、当時２メー

トルということでなっておりました。阪

急と府と協議した中で、今回、２．５メー

トルになるということでおりますので、

報告させていただきます。

○木村委員長　暫時休憩します。

（午後　０時　１分　休憩）

（午後　１時１５分　再開）

○木村委員長　休憩前に引き続き再開い

たします。

　柴田委員。

○柴田委員　交通安全対策の清掃の方に

つきましては、８３０円ぐらいを、実態

は７７０円ぐらいでやらせているという

ことで、予算のときですから、少し大目

に見積もられるというのは普通あること

ですから、できるだけ努力をしていただ

きたいと思います。

　それから、鏡を５基つけられるという

ことですが、これにつきましても１００

万円ですから、１基大体２０万円ぐらい

の予算を打っているんだと。これは調べ

てみたんですけれども、平成１４年度の

決算で１基１６万円何がしの平均単価が
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出ているんです。ここへ予算として２０

万円上げられる。これはひょっとしたら

２つついているようなやつまで含まれて

いるのかどうかわかりませんので、私も、

その値段の差異があり過ぎるじゃないか

ということは言いにくいんですが、もし

同じ単価ということになれば、約２割ぐ

らい実態は低い数字で推移しているとい

うことですから、この辺も予算として組

まれているのは結構ですが、できるだけ

差金が残るように努力をしていただきた

いと思います。

　それから、もう一つは、これはここで

関連というか、カーブミラーをいろいろ

な住宅だとか施設が建つことによって、

従来ついていたところを撤去してしまわ

なければならんという状況も、かなりあ

るんではないかと思います。きょうは具

体的に申し上げますけれども、市の方も

非常に努力をしていただいているという

こともあるんですが、東正雀の山田川を

下ったところに、もともと住宅の三叉路

のところについていたものが、住宅が建っ

たことによって撤去されてしまったと。

それを、今度復活するということになり

ましたら、どうにも状況的には復活がで

きないという状況です。しかし、非常に

危ない場所なので、自治会なり、また地

域の関係者の人から、何とかもとの形に

復活してもらえないのかということで、

再度、何回か調査にも来ていただき、ま

たいろいろと話し合いに入ってもらった

という経緯があります。だから、市が非

常に努力をして、前向きに何とか復元し

たいということで取り組んでいただいて

おりますけれども、現実としては、いま

だそのことがもとへ戻っておられ、また

戻りにくいという状況にあります。ただ、

私たちは、もし事故でも起こったときに、

前にあったやつがなくなって事故が起こ

るということは非常に悲しい。そういう

ときに、これからは建築の開発申請まで

出てこない物件ですから、非常に難しい

とは思うんですが、やはり現状を見て、

そういうものがあるときには、カーブミ

ラーの問題は、建物が建つまでに、どう

するのかというような協議も、少し協力

も仰げるようなことはとっておかないと、

結果的に建物が建ってしまって、しかも

それは新しい持ち主の人に移ってしまっ

て、その家の前に協力をしてくれません

かと言ったって、だれかて嫌ですから、

協力はしない。こういう現象があると思

うので、カーブミラー問題につきまして、

そういうこともあるので、ひとつ事前に、

できるだけもとあるカーブミラーをなく

するときには、その道路がカーブミラー

をなくしてもいいという現状になった状

況の廃止ならいいんですけれども、そう

いう建物等ができるために廃止をしなきゃ

ならんということになりますと、地域の

人の問題もありますので、十分検討をし

てほしいということで、これは説明を聞

きましたので、要望ということにさせて

いただいておきます。

　市内バスのことですが、これも非常に

取り組みを一生懸命していただいており

ますので、早い時期に、摂津市の交通体

系、特にこのごろはバリアフリー、それ

から高齢者、また障害者の方の足の確保

ということが大きな問題になってきてい

ます。大阪市など、私もこの前に行きま

したら、あんなバスを摂津で走らせても

らえるかどうかは別にしまして、まちの

えらい離れたところの、路地とは言いま

せんけれども、結構狭い道へ入ってきて、

循環しているステップバスというんです

か、どこまで乗っても１００円というバ

スがあります。そういうことも踏まえて、

ひとつ今後とも取り組みをしていただき
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たいということで要望しておきます。

　放置自転車のことにつきましては、先

ほど聞きました。吹田方式は、私も勉強

不足でしたが、摂津市もそういうたぐい

のことは過去にやっておられて、今も時

間的にはやっておられるということです

が、そのことだけじゃなしに、全体的な

放置台数を減らしていくためにどうした

らいいのかということは、ひとつ検討し

ていただきたいと思います。

　それともう一つは、放置自転車を自転

車保管場所に持っていかれて、その引き

取りのパーセンテージというのは、正確

な数字は知りませんが、大概引き取りに

来ない人の台数がどんどん増えて、飽和

状態になってしまっていると思います。

最近、中国が非常に伸びということで、

スクラップの値段が、一番底辺のときの

約３倍に上がっているそうです。一例を

挙げますと、私とこの家の前にスクラッ

プを置いておったら、今までは持って帰っ

てくれなかったのに、つい最近電話をか

けて、何やったら取らせてもらおうかと

いう話で、えらいどない変わったんやろ

と思ったら、やっぱり新聞市場なりマス

コミなどで、スクラップの値段が非常に

高くなってきたと。これはそれだけで喜

んでおられないんですよ。建築資材の基

礎材料の値が上がって、あらゆるパイプ

なり、そういうものにも波及してきて、

また値上がりと、ひょっとしたら買い占

め等が起こってくるんじゃないか。この

現象はどこから来ているのかということ

ですが、自転車に置きかえまして、スク

ラップが非常に上がってきていると。こ

ういうときに、放置自転車でどうにもな

らないものを、早くスクラップ化して、

こういうときに整理してしまうという考

え方も持たれたらどうなのかなと思うわ

けですが、これも、そうしなはれと言う

たって、あしたにできる問題でもないで

しょうから、一度検討していただいて、

そういう機会にできるだけスリムにした

らどうかと思います。

　それから、道路台帳のことですが、先

ほどから言われたように、これをやって

いくのに１９４キロ余り、今はまだ６２

キロということで、三十数パーセントの

達成率ということですから、道路台帳を

早く整理してもらうと、これも大事なこ

となんですが、私がお尋ねしたのは、道

路台帳を整理して、ちゃんと官民の境界

をしないと、今の道路の、例えば側溝整

備なども、できないという状況にあると

いうことを申し上げているんです。だか

ら、それはそれとして、例えばそこを改

善して、道路側溝等をつくれるという方

法があるのであれば、道路台帳ができな

いのがけしからんということよりも、そ

ういうものをもう少し、別な角度で考え

ていって、協力を仰いで、できるだけ道

路の幅員をとり、もう一つはＬ型側溝な

どをやられることによって、メリットと

しては大きなコンクリート板を挙げたり、

下げたりする必要もないし、清掃も非常

に楽になりますし、また音の問題なども

ありますし、そこへ足を突っ込んでけが

をしたという例もありましたから、これ

からのバリアフリー化、また安全なまち

ということを考えるときには、必要では

ないかと思いますので、これも鋭意努力

して、できるだけ解消していただけるよ

うに、ひとつ頑張っていただきたいと思

います。

　それから、河川のこと、これはちょっ

と私、ここでお尋ねすべきかどうかとい

うことでしたが、河川環境というような

ことで、府の工事のことについて少しお

尋ねをしたら、今、答弁をいただきまし

た。ただ、本当にあれだけの工事をする
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のに、地域に全く十分な説明もない、ま

た地元の人が何のためにやっているのか

わからんというわけで。今聞けば、市の

方にも十分、こういう工事を市内のどこ

そこでやるからという連絡も来ていない

ということであれば、たとえ大阪府が河

川の安全のため、安心のためにやるとし

ても、やっぱり地域のあることですし、

ほこりも出ますし、音も出ますし、学校

の通学路でもありますね、あそこは。そ

ういうことを考えたときに、地域からの

クレームは当然なクレームじゃなかった

かなと。私も相談を受けまして、正直な

ところ立ち往生したんですが、私なりに、

恐らく大きな雨が降ったときの安全を考

えて、将来の河川のあり方ということで、

かさ上げをされていると思うし、フェン

スも傷んでいるから、フェンスも直して

もらって、環境的にはよくなっているん

だから、結論的に言うたら、これがけし

からん工事だということにはならないと

思いますよという説明はしたんで、その

ことについてはそれで結構だと思います。

しかし、こんなんせんかて、雨なんて降

りまっかいな、もっと道路を直してくれ

なはれという話まで出てきて、一生懸命

説明していても、何やせいがない説明や

なと思ったんですが。そういうことで、

今後、大阪府の方とも、たとえ摂津市民

にとってメリットがある仕事であっても、

地元には少し丁寧に説明をしてやっても

らうということを、もう少し市の方から

申し入れをしていただきたいと思ってい

ます。

　都市計画街路のことで、千里丘のガー

ドもいよいよああして事業が進捗してま

いりまして、千里丘三島線についても、

もう少しその辺の見直しもしながら、快

適な道路ということなり、またあの周辺

の整備ということになりますので、それ

からこれは私も前に申し上げておりまし

たが、千里丘寝屋川線の現在の抱えてい

る２５メートルから３６メートルの拡幅、

４車線、これが本当に必要であり、その

まま行けるのであれば、これも結構なん

ですが、どうも見通しとして、なかなか

このまま置いておいたんでは、計画だけ

で倒れてしまって、なかなか前向きに行

かないと思いますので、この辺も含めて、

府と鋭意協議をして、周辺のこれからの

整備を図ってほしいと思います。

　交通バリアフリーのことにつきまして

お尋ねしました。今後、基本構想策定委

員会を設置されて、またワークショップ

等も開催していくと。これで１つお尋ね

しておきたいことは、やっとここまでこ

ぎつけて、こうしたものができつつある

と。しかし、これだけの多くの人のご意

見を聞いて、その中から１つの集約した

ものを出して、また現地を見てワークショッ

プを開いてということになると、なかな

かこれを１年間とか短期で１つの基本構

想を出すということが可能なのかどうか、

若干、物理的に時間がかかるんじゃない

のかなという気がするわけです。

　私は、まだこの範囲内がどの程度のこ

とになるのかというのも、まだ具体的に

は読めませんが、一番その中で急がれる

ものとして、エレベーターの問題という

ことは、これはもう正雀周辺の人、また

多くの皆さんが関心を持って、何回も取

り上げていただき、また今回も代表質問

の中で、それぞれの議員の皆さんから、

具体的な進捗はどうかということで聞か

れております。私は、この問題というの

は、やはり正雀地域、または千里丘地域

を含めた、今、大きな課題の１つである

と思っておりますので、これもきょう、

ご答弁は方向だけでわかりましたので、

お願いとしては、この１つとしてエレベー
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ターの設置ということ、阪急はある程度

その気になってきていると思いますので、

まずこの辺から手がけていただくように、

できるだけ早い時期に完成ができるよう

にということを、要望をしておきたいと

思います。

　公園の維持管理のことで、事例を出し

て言うたんですが、枯れ葉の問題という

のは、公園の清掃の中で大きな部分を占

めてくると思いますので、この辺、将来

これを堆肥にするとか、またいろいろな

ことに使うとか、用途はいろいろあると

思いますし、やり方によっては、活用い

かんによっては喜んでもらえるようなこ

とにもなると、再利用できるということ

もあるんだろうと思いますので、早急に

この辺は、これからボランティアでまた

協力をいただくということも含めて、そ

の方々と協議し、また皆さんの中でも一

定の考え方をめぐらせていただいて、い

い方向に向くようにしていただきたいと

いうことを、お願いをしておきます。

　それから、市営住宅の建て替えの件は、

マスタープランなりいろいろと基金を積

んでいただいておりますので、建て替え

るということになる。しかし、今日の住

宅を考える中で、市営住宅の建て替えだ

けがベストなのかということになります

と、考え方はいろいろあると思うんです。

しかし、１つは今入っている人の安全や

安心ということを考えたときに、まず、

この住宅をどう改善し、どういうふうに

してあげたらいいのかということが、ま

ず優先して考えられることであり、また

将来に向かって、これからの住宅という

のは、あちらこちらでもグループホーム

だとか、高齢者、また障害者、介護など

のこうした問題とリンクして考えていか

なきゃならん住宅というものが必要になっ

てくると思うんです。そういうことも十

分考える中で、市営住宅といいますか、

公営住宅の将来のあり方というのはどう

あるべきかということも踏まえて、十分

早い時期に検討していただきたいという

ことをお願いします。

○木村委員長　触れられなかった部分は、

一応理解されたということで、柴田委員

の質問は終わります。

　山本靖一委員。

○山本靖一委員　歳入については予算書、

それから歳出については予算概要の方で

お聞きをしていきたいと思っています。

　財政的な問題については、非常に厳し

いということの中で、これはいろんな考

え方はあるにしても、財政再建、それか

ら市民のサービスをどうそれぞれの司で

頑張って実現していくかということで、

私としてもそういう立場で質問をしてい

きたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。

　最初に、機構改革、これは司が違うか

もしれませんけれども、しかしそれぞれ

所管の部長がおいでになりますから、機

構改革でそれぞれの部署がどういうふう

に変わっていくのか。それから、たくさ

んの課題がありますから、その課題に向

けての体制。下水の関係では３人を一般

会計の方で抱くというふうなお話を聞い

ていますけれども、それぞれの見直しの

中で役割が果たしていけるのか。その辺

について最初に説明をいただきたいと思っ

ています。

　予算書の９ページ、土木費は前年から

１３億円ほどの減になっています。特に

これは土木管理費の中で、予算費目の変

更と認識するわけですが、特に大きいの

は下水道への繰出金、１０億７，０００

万円余り。そういう内容とは認識するわ

けですけれども、土木管理費、土木費が

昨年に比べて１３億円減になっている主
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な内容について、聞かせていただきたい

と思います。

　３４ページ、道路占用料ということで、

９，２６８万円組まれています。これは、

土地価格の下落の中で、北摂全体の中で

も値上げということについては、非常に

今そういう時期ではないという認識になっ

ていると聞いています。平成１４年１月

２９日と認識しているわけですけれども、

ＪＲ東海、西日本、これから新幹線の側

道を１万１，８００メートル寄附を受け

たと。その中で関電の占用料が約１５０

万円、ＮＴＴが３０万円、その他合わせ

て約２００万円ほどの増収になったとい

うお話だったと認識しています。

　ここでお聞きしたいのは、ＪＲから寄

附を受けた時点で、関電の占用料の、恐

らくＪＲとの協定が結ばれていたと。占

用料について結ばれていたんではないか

なと。改めて摂津市とは違った物差しの

中で協定が結ばれたのかどうかというこ

とです。そのまま踏襲しているというこ

とであれば、これはそれぞれの物差しが

同じであれば、そういうことで推移して

いくかなという気がするんですけれども、

どういう状況になっているか。ここにつ

いて言えば、恐らく表面管理をこれまで

市の方でされてきたと認識しているわけ

ですけれども、いろいろ傷んでいるとこ

ろとか、いろんな管理の面でも負担増に

なってくる、あるいは固定資産税の関係

でも入ってくる分が入らないとか、いろ

んな出と入りの関係が出てくると思うん

です。したがって、維持管理をしていく

上での収入源と言うたらおかしいですけ

れども、本来はこういうことに頼るべき

ではありませんけれども、そういう占用

料についても、これは大事な財源として

認識していく必要があるというような思

いから、この関電との交渉であるとか、

ＮＴＴの交渉であるとか、それからＪＲ

との協定がどういうふうになっていたの

か、その辺の精査について聞かせていた

だきたいと思います。

　住宅使用料、７，７３９万６，０００

円、これは１４年度決算の時点では８，

０００万円ほどあったと思うんですけれ

ども、少し減っているのかなと。これは

公営住宅法が平成８年に改正されて以降、

毎年、所得証明を出して、家賃決定をし

ていくという、そういう変化の中で、今

の時代を反映しているのかなという気が

するわけです。つまり、収入が減ったら

家賃も減るという仕組みになっています

から、今の家賃収入、これは滞納とか以

前にも聞かせていただきました。収入超

過者の人数とか。いろんな実態について

教えていただきたいと思っています。

　それから、駐車場の使用料です。これ

も３４ページになると思うんですが、駐

車場。これを合わせて２億１００万円ほ

ど。これも前年よりも減になっているん

ではないかなという気がするわけですが、

条例のところでもお聞きするというふう

にしとったんですが、ここで聞いた方が

いいかなということで、お聞きしたいと

思います。稼働率の問題で言えば、平成

９年が１．９６でしたか、これがピーク

だったと。１４年は１．４４とおっしゃっ

ていたんですが、１．４１になったと聞

いています。１５年については１．３の

稼働率で見ていきたい、そういう形で予

算化されていたと思うんです。ニッショー

の売り上げの関係が最高時から３分の１

になったということの中で、１４年度か

ら実施をされた回数券の１０％が２０％、

あるいは１５％。これは約７８０万円か

ら８００万円ほどあったということも聞

いているわけですけれども、この駐車場

の収入が今後どう推移をしていくのかと
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いうことで、特に稼働率を上げていく努

力、これはこれまで本会議の中でも質問

をされてきましたが、出入り口の改善の

問題、これは警察の協議とかいろんなこ

とを言われてきましたが、稼働率を上げ

ていく１つの方法としてそういう問題。

あるいは、南摂津駅が新しくテナントが

入れかわって、あちらの方に集客力とい

う関係で、いろいろと取られていったと。

コーナンのオープンで取られていったと

か、いろいろ経過を聞いてきたわけです

けれども、駐車場の稼働率、収入をアッ

プしていくために、どういう努力がされ

てきたのか、１６年度はどういうふうな

状況にしていこうと思っておられるのか、

聞いておきたいと思います。

　それから、３７ページです。し尿処理

手数料ということで、これは浄化槽の汚

泥、それから浄化槽のし尿の二十数社だっ

たと認識しているわけですが、し尿処理

の手数料についてはトン当たり９６０円

で扱っていると聞いているわけですが、

トン当たりの金額がどういう推移をして

いるのか。つまり、値上げの交渉、入っ

てくる方ですから、確保するという意味

で、業者との交渉はどういうふうになっ

ているのか。年、大体浄化槽で言えば３

か月に１回の点検と、１回の抜き取り、

合わせて２万幾ら負担をしていると思う

んですけれども、この９６０円で収入を

図るという意味での考え方ですね。特に

摂津市の９６０円が他市に比べてどうい

う位置にあるのかということも、聞かせ

ていただきたいと思います。これは汚泥

の関係も合わせて１，２７８万円という

ことになっていますから、その辺もあわ

せて教えていただきたいと思います。

　４２ページの国庫補助金の関係で、千

里丘三島線交差点改良補助金１，３７５

万円で、１４年、１５年、１６年の最後

の補助金と認識するわけですが、２，７

５０万円が２年間にわたって、それでこ

としが最終年ということで１，３７５万

円、合わせて約７，０００万円弱。当初

の計画では９，０００万円ほどというお

話もありました。これの全体計画、資金

計画はどういうふうになっていくのかと

いうことを聞かせていただきたいと思い

ます。

　歳入のところですけれども、あわせて

歳出との関係で一緒に教えていただきた

いんですが、この完成によってどれだけ

の渋滞解消、交通安全対策になるのか。

３億９，０００万円の３か年の事業です

から、これは原課としてはどうしても進

めていきたい、むだな事業とは認識しま

せんけれども、優先順位の関係から見て

いったときに、厳しい財政状況の中です

から、いろいろ考え方があるんではない

かという提起もしてきました。同時に埋

設物の移動、水道であるとか下水である

とか。道路の問題だけで言えば、この金

額ということになるかもしれませんけれ

ども、全体、市の持ち出しとしてはどう

いう状況になっていくのかなと。そうい

う点でも、こういう機会に、所管が違い

ますけれども、もし連携をとっておられ

て御存じでしたら、教えていただきたい

内容だと思っています。

　それから、住宅補助金。これも国の方

から近傍住宅の家賃の２分の１というこ

とで２，２５０万円。１０年間、平成２

０年までだったと認識しているわけです

けれども、第１団地は１５年まで、こと

しの３月で補助金が終わりだったと思う

んですけれども、これは毎年変化をして

いくものなのか。つまり、近傍の民間家

賃が変化することによって、補助金も多

少変化してくるのかなと。それから、国

の２分の１と言うているけれども、枠の
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中での枠配みたいなものになっているの

かなという気もするんですけれども、こ

の辺のところをもう少し詳しく教えてい

ただけますか。

　それから、府の負担金、４６ページ、

千里丘三島線。これも３か年の継続事業

と認識しているわけですけれども、こと

しで終了なのでしょうか。十三高槻線、

それから中央環状線との間の整備という

ことでお聞きしていたと思うんですけれ

ども、この間の全体の計画、この辺も教

えていただきたいと思っています。

　それから、５４ページ、委託金。建築

基準法の関係で事務委託金１００分の１

５、これもこれまで聞いてきました。今

のところは順調に推移をしているという

お話でしたが、何か新しい動きがあるか

どうか。それから、新しいルールという

んですか、お互いに建築基準法の申請の

手続の代行と、民間業者との関係という

ことの中での、新しい動きなどがあるの

かなという気がするんですが、性質が違っ

ていたら、違ったところでまたお聞きし

たいと思いますが、これも教えていただ

きたいと思っています。

　６２ページで、公共公益費用協力金５，

０００万円、これは昨年、改正された、

開発協議基準の上限４０万円だったのを

一律にされてきたという中で、その後の

動き、ことし５，０００万円という形で

見ておられますが、実際にはどういう状

況になりそうなのか。１５年も５，００

０万円を超えるお金が入ってきそうだと

いうことも伺っていますし、全体として

今どういう動きがあるのか。これはぜひ

踏ん張っていただきたい内容ですから、

その点でのさまざまな動きがあれば、教

えていただきたいと思います。

　歳出で、７３ページの正雀終末処理場

の管理負担金の問題です。これで４，５

７５万６，０００円と４，５５４万８，

０００円。約９，０００万円ちょっとで

すね。これは、先ほど宮川参事の答弁で

すと、高普及度、つまり９５％を超えな

ければ公共下水道への放流はできないと

いうお話でした。吹田市が下水道料金の

引き上げを３割ほどされたと。この議論

の中に、正雀終末処理場の改修費が約１

００億円という話も聞いたことがあるん

です。吹田市の江坂地域などが、当初の

計画よりもはるかに人口が普及してきて、

水害などが起こってきているということ

の中で、管の入れ替えを、全体計画とし

て７００億円ぐらいの計画を持っておら

れたというようなお話も聞いているわけ

です。そうしますと、正雀終末処理場を

吹田市が大きな金をかけて整備をされて

いくということの中で、安威川流域下水

道、吹田市、高槻市、摂津市、茨木市、

こういうところの枠の中で、全体として

は９５％を確保するとか、違った視点で

大阪府に働きかけていくことができない

のか。安威川流域下水道の中で、摂津は

全体としてまだ７７．７％ほどだけれど

も、そういうことの押し込みができない

のかなと。そうすれば、設備の投資も新

たに必要ではなくなるし、今、広域合併

とかいろんな話がされていますけれども、

既に枠組みとしては安威川流域下水道組

合というのがあるわけですから、そうい

う中にやっぱり議論として乗せていくと

いう、そのことが今、大事ではないかと

いう気がするんです。摂津市の枠の中で

考えていったんでは、これはなかなか同

じような支出ということになるかなと思

うんですが、この辺の考え方は小西部長

の方から、流域下水道の方にも事務方と

して参加しておられますから、一度考え

方を聞かせていただきたいと思っていま

す。
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　７４ページの運搬費、５，０００万円、

補償費１，０００万円。合特法に従って

補償もしていかれるということなんです

が、先ほどの質問でもありましたけれど

も、毎年４００件近く収集業務が減って

いる中で、運搬費はそのまま、しかも補

償金は出していくという。ある意味では、

現状の中で非常に不合理と私たちは認識

するわけですけれども、値段の交渉であ

るとか補償金は、平成７年に結ばれた契

約書の中身を、もう少し全体にわかるよ

うに説明していただけませんか。これは

永久的にこういうふうに続いていくのか

と。対象件数のお話もありましたけれど

も、何度もこういう質問をしていますが、

これは随分大きなお金でありますし、こ

の点の改善が必要になってくると。本会

議での質問もありましたけれども、残灰

の処分の運搬をめぐっても、競争入札に

付していくという、今までとは違った方

向性も打ち出されてきておりますから、

合特法に縛られるというのもありますけ

れども、しかし工夫の仕方、努力の仕方

というのはあるんじゃないかという気が

するわけです。この点で教えていただき

たいと思っています。

　７８ページの農業水路費、ポンプ管理、

２４か所の中身で、これは下水のところ

でもあるんですけれども、それぞれ役割

は違いますから、ポンプ管理も競争入札

にしているということをお聞きしました

が、現状としてどうなっているのか、も

う一度聞かせていただきたいと思います。

　８３ページの下水繰出金、約２６億２，

０００万円の中身、基準外繰出は幾らな

のか、基準内繰出は幾らなのか。内訳に

ついて教えていただきたいと思っていま

す。この繰出金が決定されたのはいつか。

予算が配付されたという時点になると思

うんですけれども。しかし、予算を決め

る大体の流れとしては、部長査定が終わっ

て、助役、市長査定ということになるわ

けですね。そうすると、それは大体１月

に終わっていたと。しかし、実際にはこ

ういう内容に変わってきたのは１月２７

日だったでしょうか、府で説明会があっ

て、それで急遽、予算を締めた後でこう

いう変化が生まれてきたということで、

短い間に相当な議論をされてきたと思う

んですけれども、こういう予算執行のあ

り方についてお聞きしたいと思います。

　カーブミラーの問題でお聞きしたいと

思うんですが、１４年度末で９４０基、

１５年で１７基、合わせて９６０基ぐら

いあるんでしょうか。これの耐用年数は

どういう形で認識されているのか。お聞

きしたいのは、ポールはすべて鉄という

ことで、表からペンキを塗ってあります

から、余り腐食の関係はわからないんで

すけれども、あちこちでこれが倒れてい

ると。ひどい風が吹いたときなんかでも、

それはもう通行人がおったら大けがをす

るような事態も見受けられるわけです。

新しくどんどんつくっていくということ

は非常に大事ですけれども、せめてポー

ルについては、お金はかかってきますけ

れども、ステンレスに替えていくとか。

それが耐用年数との関係で、むしろ一時

の支出は高かっても、全体の修理費の中

で見ていったとき、これは新たな節約に

つながるんじゃないか。それから、何よ

りも市民の命や安全につながっていくと

いう思いがするわけですけれども、どう

いうふうにこれは認識しておられるのか

ということを聞いておきたいと思います。

　日常的になかなかああいう清掃委託業

務の中でいろんな報告が上がってくると

お聞きはしていますけれども、目視でで

きないような部分はありますし、その辺

の点検もされているのかなと。非常にこ
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の間、危険な状況にあるということを見

たりしていますので、その辺のところを

お聞きしておきたいと思っています。

　近鉄バスの問題で、行政評価システム

の中では、これは既に廃止するというこ

との評価が下されて、１４年、１５年、

１６年と推移をしていっているわけです

けれども、９便を１３便に増やしていく

中で、これの行政評価というのは変わっ

てくるんでしょうか。摂津市の補助金が

ある限り近鉄は、先ほどの答弁ではやっ

ていくというお話でしたから、それはそ

ういうことでずっと続いていくのかなと。

１，０００万円の枠の中で、もう少しい

ろんな工夫があるのかなと、いろいろと

工夫の仕方が伝わってこないわけですけ

れども、内容についてもう少し教えてい

ただきたいと思っています。行政評価シ

ステムにどういうふうに評価されている

のかということですね。

　８５ページの交通安全対策のための路

面表示であるとか、不法駐車対策という

ことで、お金が予定されているわけです

けれども、全体的にどういうふうな形で

推移をしていくのか、教えていただきた

いと思っています。

　８７ページの道路管理の問題で、公衆

用道路敷寄附申請測量委託料２００万円

は具体的に、例えば開発によるものなの

か、そうではなしに既に開発されていて

というものなのか。例えば、中心後退を

しないで、なかなかそのまま放置されて

いるような部分がありますが、そういう

ことも含まれていろいろと動いていくお

金なのか、この点を教えていただきたい

と思っています。

　特に道路の管理の問題では、例の別府

２２号線の裁判の経過。１６年度はどう

いう状況に移っていくのか教えていただ

きたいと思っています。

　また、違う項目の中でということなん

ですが、この際、一緒にお聞きしておき

たいのですが、法定外公共物の問題、里

道・水路の問題でお聞きをしておきたい

と思うんですが、これはこの委員会の中

でも報告されてきましたし、いろいろ協

議もされてきた経過があるんですが、法

定外水路東別府三丁目の現況。これは市

のものが確認できないということの中で、

水路の機能さえ維持していれば、そのこ

とについてはきちっとしなさいという弁

護士のアドバイスもいただいたというの

がこれまでの経過だったと思っているん

ですけれど、今は水路の機能、上を押さ

えてしまってありますので、管は入って

いるにしても、これに対する市の態度は

極めて私は不誠実だと思っているんです

けれど、民間任せという話になっている

んですけれども、これもどういうふうに

していくのかという思いがします。これ

も教えていただきたいと思っています。

　行政評価システムの中で特に言われて

いますのは、法定外公共物の関係で、一

定整理が終わった段階で、それを管理す

る条例の必要性、条例化が必要であると

いうことも書かれていますが、どのよう

な条例を視野に入れておられるのかとい

うことをお聞きしたいと思います。同時

に、法定外公共物の中で、特に問題があ

ると。つまり、先ほどいろいろと境界が

不明であるとか、不法に占拠されている

というところについては、どれぐらいの

場所が確認されているかということにつ

いて、お聞きをしたいと思います。これ

は、先ほど１０５のブロックに分けて、

大変な地域の調査ということをおっしゃっ

ています。問題があるところはそのまま

にしておくという、これが方針だったと

思うんですけれども、しかし、今の時点

で問題を持っていると認識をされている
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箇所は幾らぐらいなのか、この点を教え

ていただきたいと思っています。

　８９ページの新在家鳥飼上線歩道設置

事業、これは３，０００万円。１４年に

３５０万円ぐらいから頭出しをされて、

１５年は２，５００万円。全体計画とし

て６，０００万円という認識をしていた

わけですが、これはどういう進捗状況に

なっているのか。ことしも３，０００万

円の予算をつけられているわけですが、

都市計画道路として計画をしていくとか、

いろいろと方法についてこれまで議論の

経過がありました。しかし、粛々と６，

０００万円をこのまま３か年計画の中で

やっていくのかどうかということについ

て、教えていただきたいと思っています。

　東別府１号線の鶴野橋の下に歩道の確

保ということで、本会議の中でも説明を

されておりました。鳥飼水路から上がっ

てきたところで、取り付けの歩道を張り

出しでつけていくとおっしゃっているわ

けですけれども、どの辺に上げてこられ

るのか。渡るところによっては、非常に

あそこは危険なところですから、照明の

関係とか、いろいろな安全対策、横断歩

道をつくるにしても、いろんな形が必要

になってくると思うんですけれども、協

議会でもいろいろと、そういう内容につ

いて事細かくまで説明をいただいていな

かったと思っていますので、横断歩道の

形態であるとか照明、夜間もいろいろと

危険性がありますので、その辺の対策は

どういうふうに考えておられるのか、教

えていただきたいと思います。

　別府新在家線、ことしも３００万円、

昨年も３００万円ということで、水路の

上につくられている歩道の段差を解消と

いうことで努力をしていただいています。

ここは何回も言いますけれども、本当に

危険な場所で、車の離合ができないよう

なところですよね。それで、用地買収に

もこれまで何度か行っていただいたとい

うことをお聞きしました。３つの無理難

題を言われて、なかなか話にならなかっ

た、テーブルにつけなかったという経過

があったと思うんですけれども、一たん

こういうふうな形で、今、手をつけてし

まいますと、用地買収というふうには、

なかなかその次に進まれへんのではない

かなと。優先順位からしていったときに、

非常に危険なところでありながら、しか

し一たん３００万円をかけて、ちょうど

田んぼの横を整備してしまったというこ

とになりますと、次のお金をつける理由

がなくなってくると私は思うんです。こ

れは、何の解消にもならないと思うんで

す。後でも質問をしたいと思うんですけ

れども、特に用地の問題で言えば、是か

非かという議論も過去あったと認識して

います。私も議員にならせていただいた

当時には、用地係というのがありました。

用地交渉というのは、非常に難しいもの

がありまして、人がかわったら、もうそ

れで消えてしまうという。何でもかんで

も用地係では、そんなんかなわんという

ことで、それぞれの原課へ返していった

という経過は聞いています。しかし、え

らい委員長申しわけございません、あっ

ちへ行ったり、こっちへ行ったり広がっ

ていくんですけれども、例えば東別府の

問題でも人が切れてしまうと、交渉の窓

口がということにつながってきますから、

こういう用地交渉について、それぞれの

努力については限界があると思うんです。

それぞれの担当原課でやるにしても。非

常に危険なところについて、これはやっ

ぱり急いで用地買収をしていかなくては

ならないという点で、そういう組織、横

との連携をとりながら、いろんな人との

つながりを確認しながら前進させていく
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という、そういうことが必要ではないか

なと思ったりするわけですが、この間の

用地買収の交渉経過、それから見通し、

これで安全対策につながったと、多少の

前進にはなったと認識するわけですが、

解決にはならないと私は認識しています。

今後の改善策について聞いておきたいと

思います。

　９１ページの味生排水機ポンプ場補修

事業、修繕料で６１０万円の内容につい

て教えていただきたいと思います。

　同じく９１ページの都市計画課９人、

建築指導課３人、建築住宅課３人、まち

づくり支援課５人と、計２０人というこ

とで、先ほどの機構改革でお聞きしまし

たが、建築住宅課の３人、これは予算措

置として３人、それから現実に２人とい

うことなのか、後で出てきます部屋の人

数としては２人の人件費が載っているわ

けです。この辺の３人、２人の関係も教

えておいていただきたいと思っています。

大変なことを管理していくわけですから、

建築住宅課、財産を管理していくんです

から、こういう体制でいけるのかなとい

う気がするわけです。同時に、総務防災

課が今担っていたんではないかなという

気がするんですけれども、総務防災課と

の関係、これも機構改革の中でお答えい

ただけたらと、それはそれで結構です。

その点で教えていただきたいと思います。

　９２ページだけではないんですけれど

も、車両の管理事業ということで、決算

の中でもリース方式の検討をということ

をお願いしてきた経過があります。１６

年の予算には反映されなかったわけです

けれども、全体の管理方法として、これ

はそれぞれの所管の部長からお答えいた

だければありがたいんですけれども、そ

れぞれで車を抱えておられますね。これ

は自分のところだけで抱えるというので

はなしに、リース方式ということを提起

した経過がありますけれども、どういう

ふうに結論づけられたのか、どういうふ

うな議論をされてきたのかということを、

聞かせていただきたいと思っています。

　９３ページの市有建築物保全調査事業

ということの中で、総務防災課との関係

を教えていただきたいと思っています。

　９４ページのＪＲ千里丘ガード拡幅は、

用地買収が９１％ということで、あと残

りわずかになってきたと。１６年、ほぼ

用地買収も物件補償もしていくというこ

とにつながっていくと思うんですけれど、

改めて、もう一度詳しく教えておいてい

ただきたいと思っています。

　９６ページの緑化推進の関係です。行

政評価システムの中で、全体としては、

これはお金が削られ、統合という枠の中

に入っています。決算の中でもお聞きし

た苗圃は早速きれいになっていたのはびっ

くりしたんですけれども、ただきれいと

いうことだけではなしに、そのことが本

当に機能していくかどうかということで

言えば、それぞれそこに人がおられると

いうことだと思うんです。せっかく苗圃

を確保して、たくさんの苗をつくりなが

ら、記念植樹でも、それからツル科の植

物を無料配付を廃止していくということ

になっているわけです。そういうものも

縮小していくと。せっかく苗をつくると

いうところを確保しながら、全体として

は違う方向にゆだねていこうという考え

方だと思うんですけれども。賃金と報酬

で約７００万円。その他、緑化推進の関

係で１，０００万円、１，７００万円ほ

どのお金がここに入れられていると思う

んですけれども、大事な事業として、こ

の間、記念植樹の問題とか、いろいろそ

れぞれ工夫をされてきたと思うんですが、

その点の関係でご答弁をいただけたらと
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思います。

　９８ページで、これは本会議でもあり

ました、住宅マスタープランの実現とい

うことで、助役の方も早急に結論を出し

ていきたいというお話でした。基金の関

係は、私はちょっと勘違いをしておった

んですが、１５年度末で大方２億３，０

００万円程度になると。起債の償還が１

４年から始まっていたと思うんですが、

これは四千数百万円でした。全体として

起債残高が８億９，０００万円程度だっ

たと思うんです。詳しく言いますと、９

億６，８６５万６，０００円あった起債

が、元金償還、これが１４年、４，１６

４万１，０００円に始まって、８億８，

８７６万１，０００円という状況になっ

ていると認識しているわけです。この起

債の問題について言えば、後で地方交付

税、一般財源として補てんされる部分が

ありますから、まるっきり残っていると、

金額としてはこうですけれども。何が言

いたいかといいますと、２億３，０００

万円の基金があると。それから、今、い

ろいろ市の方で売却しようという計画の

土地を持っておられます。市民プールも

廃止をされてから、そのままになってい

ると。市民の人たちからは、こういう状

態に対して市は何を考えているんだろう

というお話をよく聞くわけです。

　そこで考えていったときに、やっぱり

市営住宅というのは、みずからつくられ

て平成９年のマスタープランに基づいて、

きちっと実現していくということが大事

だと思います。議会の議論はいろいろあ

ります、方法について。しかし、理事者

がつくられた計画について、それをほご

にしていくというのは、やっぱり違うん

ではないかという思いがします。特に大

事なことは、今、新駅の計画が出てきて

いますけれども、駅が来ても、人口が集

まってくるということにはなかなかなら

ない。まちの活性化、もちろんそのこと

を否定するわけじゃないです。高架も大

事な事業ですけれども、優先順位につい

て言えば、何が若い人たち、いろんな人

たちが住めるかというと医療の問題です。

それから教育の問題、住宅の問題とか。

こういうソフトの面も含めて、住みやす

いという実感、これが非常に新しい人た

ちを引きつけてくると。大阪市はもうご

存じのとおり、家賃補助をしてきました。

これで随分人口も帰ってきたという報告

もされています。現状のままで少子化が

続けば、今から５０年先には３，０００

万人の人口が減るということも言われて

いますし、労働人口も大体宮崎県の６０

万人、就労人口、それが１年ごとに減っ

ていくと言われているわけです。

　したがって若い世代、そういう人たち

が本当に安心して子育てができるような、

安心して生活ができるような環境をつくっ

ていくというのは、これは国を挙げて、

あるいは地方自治体を挙げて頑張らない

かんという施策だと思うんです。今、た

とえ若い世代が家賃と保育料で、働いて

いる金の半分は消えていくような状況の

中で、安心して子育てができるはずはな

い。言えば、いろんな議論があるにして

も、これは大事な施策として、やっぱり

建て替えをしていくという。財政的に非

常に厳しいから、ものすごく負担がかか

るということであれば、先延ばしという

選択肢があるかもしれませんけれども、

２億３，０００万円の基金があり、土地

があり、それから国の起債充当率が、私

は９割と聞いておったんですが７割５分

というお話。それから、国の建物に対す

る補助金が２分の１ということを見ていっ

たときに、実際に一般財源から手当をし

て建てないかんような状況ではないわけ
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ですよ。そうすると、今持っている資金

を残しながら、まだそういう施策に踏み

切っていくことができる。しかも、１０

年間家賃補助ということで２分の１国か

らおりてくると。

　そうすると、市の財政を圧迫しないで

住宅の家賃が入ってくる、補助がある、

国からの手立てもあるということになっ

ていったら、やっぱり若い人たちを引き

つけていく、同時にまちの発展につながっ

ていく、そういう施策は、いろいろ民間

にということやなしに、やっぱり自治体、

公としての役割が求められているんでは

ないかなという気がするわけですけれど

も、こういう点で何か財政の方に引っ張

られているような気がするんですけれど

も、所管としてもこの点ではきちっとし

たご答弁をいただきたいと思っています。

　予算書の１８１ページで、安威川ダム、

水防費の関係で１，３９８万円。全体を

通して１億８，０００万円、摂津市の負

担が枠として決められていたような気が

するんですが。そこで、これは外部包括

監査の報告書が出されました。それから

有識者による答申も出されていますが、

治水の関係はまだそういう答えが出てい

ませんけれども、利水の関係について言

えば、やっぱり見直すと、大阪府もそう

いうふうに言うているわけです。そのこ

とによって１００億円ぐらい、つまり１，

４００億円ぐらいの総事業費のうち１０

０億円ぐらいは違った形、削減できるん

ではないかということが言われています。

　そうすると、あの彩都の開発を見ていっ

たときに、安威川ダムの下流で大きな開

発がやられて、特にこの間の水害などと

いうのは、内水による浸水ですね。番田

川の水門だって今やっていますけれども、

これは全部内水の問題として考えていっ

たときに、やっぱり摂津市の負担にかかっ

てくるような、利水の関係でもそういう

答えが出ている状況の中で、この１，３

９８万円、これは決められたから出すと

いうことではなしに、これは精査してい

くということが必要になっていく。作業

として、そういうことにつながってくる

んではないかという気がするんですけれ

ども、どういう認識をしておられますか。

つまり、ダムは必要だとおっしゃってい

るけれども、利水の関係では違った答え

が出されそうだという状況の中で、摂津

市に対しての影響はどういう形になるの

か、教えていただきたいと思っています。

　水防費の淀川右岸水防事務組合の負担

金６３５万２，０００円。これは摂津市

が約５％負担しているというお話を聞き

ました。割り返していきますと１億４，

０００万円ぐらいの年間運営費になって

いるかと。７割が大阪市と聞きました。

こういう時期に、水防ということについ

ては非常に大事なことですけれども、高

齢者の方がこれに当たっておられると。

今、大事なことは近代的ないろんな重機

がありますから、そういうのが役に立た

ないとかいろいろありますけれども、日

常的にこういうお金が実際に必要なのか

どうか精査していくという。こういうこ

とを否定するわけではありませんけれど

も、そういうことが必要ではないかなと

気がするんですけれども、平然と漫然と

こういうお金を出しているということで

はなしに、具体的にどういう状況になっ

ているかお聞きをしていきたいと思いま

す。この１億４，０００万円で足りない

のか、それとも余っているのか。事業の

それぞれの見直しが、いろんなところで

進んでいます。例えば、安威川、淀川の

流域下水道の年間５０億円の予算も、今、

大体４０億円ぐらいに随意契約を競争契

約にかえていったりとか、いろんな状況
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になっていっているわけですから、ここ

も聖域ではなしに、やっぱり安全を図り

ながら、同時に経費について、効率的に

運用されているかどうかという点で、そ

ういう視点が必要ではないかと思いがす

るんですが、この点についてお聞かせく

ださい。

　補正予算の４１ページ、繰出金の関係

です。これは特別会計の方で聞いたらい

いわけですけれども、６，１７５万２，

０００円減額補正をしています。これは

一般会計へ繰り戻すということになるん

だと思うんですけれども、大体この時期

に見込めるものは全部見込んで、新年度

予算の中に入れていこうという手法の中

から出されてきたんだと思うわけですけ

れども、これが大体最終補正になるのか、

一般会計からの繰り入れを６，１７５万

２，０００円の減額と。まだこれからど

れぐらいの金額が出てくるのかなという

気もするわけですけれども、これは精査

されたものなのかということを聞いてお

きたいと思います。

○木村委員長　休憩いたします。

（午後　２時２７分　休憩）

（午後　２時４７分　再開）

○木村委員長　再開いたします。

　答弁を求めます。

　小西土木下水道部長。

○小西土木下水道部長　まず、１点目の、

この４月に向けての機構改革ということ

の中身の内容について、現在、土木下水

道部の下水の関係につきましては、現在

は下水道業務課と下水道工務課の２課が

あるわけでございます。その中で、今回

の機構改革によって下水道業務課の方を

２課に分課したいという考え方を持って

いるわけでございます。といいますのは、

非常に財政が厳しい中で新規事業が減少

しているわけでございますけれども、今

後においては供用開始区域の拡大に伴い、

将来負担を抑制するための既設の施設管

理の強化ということが一番大きな内容で

ございます。ちなみに課名といたしまし

ては、下水道業務課にいたしましては、

予算の管理と使用料等の徴収、し尿処理

を担当するということでございます。も

う１課につきましては、下水道管理課と

いう名前を考えているわけでございまし

て、この名前のごとく下水道の管理及び

一般水路の管理並びに維持管理を主に業

とします。もう１課につきましては、下

水道工務課という名前を下水道整備課と

いう名前に改めまして、下水道整備をし

ていくという考え方でございます。

　続きまして、２点目の正雀処理場の関

係で、ことしは茨木市の一部、高槻市等

においては安威川流域下水道に放流する

ということの中で、本市はどうなのかと

いうご質問でございますけれども、先ほ

ども辻委員の質問の中で、宮川参事から

ご答弁しておりますように、本市におき

ましては１５年度末の普及率を７７．７

％と見込んでおるわけでございます。本

来ならば、府と協議という話もあったわ

けでございますけれども、過去の府の指

導によりまして、普及率を９５％をめど

に流域に接続してもいいという、過去の

一定の暗黙の了解といいますか、そうい

う約束事があるわけでございます。本市

といたしましては、現在、大阪府で工事

をされております千里山田幹線といいま

して、市場池を発進基地にして、茨木の

マイカルの前にある穂積のポンプ場の前

の管が工事されているわけでございます。

そのときには、本市といたしましても、

流域の方には放流についての申し入れを

しました。でありますけれども、先ほど

ご答弁申しておりますように普及率が上

がらないということと、それに伴いまし

－�39�－



て、本市の投入口の施設改良並びに流域

幹線内に新たな管の工事をしなければな

らない。といいますのは、本市のあの区

域については合流であるので、し尿等の

固形物等を一定希釈した中でポンプで圧

送しなければならないという大きなハー

ドルがあるわけでございますけれども、

いずれにいたしましても、本市としては

早期に流域下水道に受けていただくよう

には申し入れをしていきたいと考えてい

るわけでございます。

　もう１点の、市の車両管理ということ

で、決算の委員会で山本委員からリース

方式はどうなのかというお問いがありま

した。これについては、決算のときにも

私はご答弁したと思いますけれども、過

去においては総務防災課において、その

車両の優先権があったわけですけれども、

最近になりますと一定の車両等について

は全庁的にあいている車両があれば庁内

ＬＡＮによって使用ができるという内容

でございます。いずれにいたしましても、

全庁的な問題がありますので、総務防災

課も含めて、リース方式等は今後検討課

題であると考えているわけでございます。

○木村委員長　北野都市整備部長。

○北野都市整備部長　まず、機構改革に

つきまして、今後どのように推移してい

くのかということでございます。現在の

本部の内容につきましては、都市開発課

では、住宅政策係を除くと指導係と建築

係と２係があるわけでございます。その

２係のうち、職員については現在７名い

てるわけでございますが、この平成１６

年度の予算の中では、実質新しい指導係

と住宅係と３人、３人の配属になってご

ざいますが、この内容についても、我々

はまだ具体的には調整したわけでもござ

いません。あくまで暫定処置として、今

回、その人件費を計上されているという

こともお聞きいたしております。これか

らの人事異動によりましての推移の中で、

仮に人員がかわるとすれば、補正予算の

中で取り組んでいきたいというお話も聞

いておるところでございまして、現体制

につきましては２１名で部を構成いたし

ておりますが、この新しい平成１６年度

の内容での職員構成につきましては２０

名と、１名減になっておるわけでござい

ます。なおかつ新しい課が増えるにもか

かわらず１名減になっているという状況

につきましても、これから十分その人事

の方とも調整をさせていただきながら、

職員の配属につきまして考えてまいりた

いと思っております。

　そして、先ほども下水道部長の方から、

車両管理についてお話があったと思いま

すが、この車両につきましても、以前も

リースの話についてはさせていただいて

おります。以前に話をした時点において

は、特にリースについては現時点では高

くつくということもございました。その

ような状況から、現在は車の買い替えに

ついてはやっていかない方向で取り組ん

でいると。さらに今後におきましては、

使用できなくなった車両については、先

ほども下水道部長からありましたように、

そこら部課の調整を図りながら、利活用

を図っていただくというお話も聞いてお

りますし、今後、リースの問題について

も精力的に一定の方向を見出していける

かなと思っております。

○木村委員長　答弁しにくいと思います

が、体制の問題で、各課題に対する体制

はそれでいけるんかという指摘もあった

ので、それはもういけるとも、いけへん

とも答えにくい話やけども、あえてそう

いう課題に取り組んでいく上で、その体

制でいけるのかという質問があったので、

もし答えられたら。
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　北野都市整備部長。

○北野都市整備部長　先ほどもご答弁申

し上げましたが、現時点では具体的な内

容が全く我々と協議がされていない状況

の中で、一定職員の配置についても、ど

れだけの人員が必要だということは、言

うても現在のところ、まだそれが明確に

示されない状況でございまして、今後、

異動の折に十分調整を図りながら、取り

組んでいきたいと思っております。

○木村委員長　村井都市開発課参事。

○村井都市開発課参事　１点目の３４ペー

ジの住宅使用料積算根拠でございますけ

れども、対前年比９３．８％と減収となっ

ておるわけでございますが、市内７か所、

２１０戸の市営住宅を管理しております

家賃収入と、一津屋第１、第２団地の駐

車場使用料を合わせたものでございます。

家賃の算定に当たりましては、公営住宅

法の改正に伴い、平成１０年４月から、

毎年の入居者からの収入申告書をもとに

算定した収入額と、住宅の質、立地、広

さ、築年数、利便性の条件を考慮して家

賃を決定いたしております。

　その減の主な原因でございますけれど

も、毎年度の収入申告によります３年以

上入居し、月収が２０万円を超える収入

超過者でござますけれども、この分につ

きましても６件減少いたしております。

それと、５年以上入居し、最近２年間引

き続き月収が３９万７，０００円、いわ

ゆる高額所得者でございますけれども、

対前年比１件減少いたしております。そ

れと、今回、リストラあるいは病気療養

等で失職、収入のめどが立たない状況に

陥った、収入未済額でございますけれど

も、その分が１０件増えた関係が含まれ

ております。この収入超過者につきまし

ても、現在は鋭意努力をしながら、分割

納付で納めていただいている状況でござ

います。特に昨今、委員から質問もござ

いましたけれども、収入の申告の内容で

ございますけれども、やはりリストラ等

の関係、あるいは退職等の関係で、減少

方向には見受けられます。

　４２ページの住宅費補助金の、公営住

宅家賃対策補助金の内容でございますけ

れども、この分は一津屋第２団地の７０

戸が管理開始年度平成１１年度から１０

年間、平成２０年まで家賃補助の対象と

なっておるわけでございます。この分に

つきましても、平成８年度の法改正に伴

います家賃制度を、限度額方式から入居

者の収入と住宅から受ける便益により定

める法に改められまして、いわゆる応能

応益家賃制度によります近傍同種の住宅

の家賃と、入居者負担基準額との差額の

２分の１を、１０年間国が補助を行う制

度でございます。

　これに伴って、委員の質問にもござい

ましたけれども、毎年変わるんかという

部分でございますけれども、当然、この

分につきましては、その年度年度により

ます固定資産の評価額、これが積算根拠

になってくるわけでございます。それを

１つのめどにしまして、近傍同種の家賃

を決めていくと。それも、あとその住宅

の立地条件にもよるわけでございますけ

れども、そういう中で計算をする関係上、

固定資産評価につきましても、ご承知の

とおり年々下がってきているという状況

下にあるわけでございます。その中に近

傍同種の家賃も下がる部分もございます

し、新たに収入超過者とか、いわゆる家

賃滞納者の部分については除かれるとい

う制度も含まれております。

　３点目の質問の建て替えについては、

先ほども答弁を申し上げておりますよう

に、建て替えに当たりましては既に耐用

年数が経過しております鳥飼野々団地を
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初め、鰺生野団地の居住水準の改善も踏

まえまして、市営住宅整備基金の積み立

て状況を見守りながら検討してまいりた

いと考えております。

　今回、補正をお願いしております住宅

整備基金２，８０９万９，０００円を合

計いたしますと、市営住宅整備基金の１

５年末現在の合計は２億２，７８９万３，

０００円となるわけでございます。

○木村委員長　長野都市開発課長代理。

○長野都市開発課長代理　建築基準法施

行事務取扱委託金につきましては、確認

業務の経費として、納入された申請手数

料の１５％を市に交付する制度で、大阪

府建築基準法施行事務交付金要綱に基づ

いております。７０万５，０００円とい

うのは、４７０万円掛ける１００分の１

５ということで予算計上させていただい

ております。委員ご指摘のとおり新しい

動きということなんですけれども、６２

ページの建築確認申請者負担金というこ

とで１０５万円計上させていただいてお

りますけれども、これが民間の大阪府並

びに国土交通省から指定を受けた指定確

認検査機関の委託料ということで納入を

予定しております。これが現在、大阪府

下で１７社業務を行っております。その

うちの１３社と本市は業務委託契約をし

まして、順調に１５年につきましても納

入されております。ちなみに１５年、６

２ページの方ですけれども、１７０万４，

７５０円が入っております。

　それと、ご質問の建築基準法施行事務

取扱委託金につきましては、１５年は６

２万２，０５０円となっております。今

回の予算が７０万５，０００円で計上し

ております。

　公共公益費用協力金については、ご指

摘のとおり、昨年７月に開発協議基準を

改正いたしまして、２０万円、３０万円、

４０万円となっておったのを、一律戸数

にかかわらず２０万円としたわけでござ

います。それで１５年度につきましては、

２月末現在で３，３１５万円となってお

ります。ちなみに改正せずにそのままで

という試算もやったわけでございますけ

れども、そうすると３，７８５万円とい

うことで、４７０万円改正によって金額

が落ちたと。しかしながら、いずれにせ

よ落ちる金額というのが１２年、１３年、

１４年に比べてかなり大幅に減額になっ

ております。大規模の開発がなかったか

らかなという認識でおります。１６年度

の予算は１５年度に引き続き５，０００

万円ということで、できる限り頑張って

いきたいと思っています。

　それと、９３ページの市有建築物保全・

調査委託料と総務防災課との関連でござ

いますけれども、総務防災課の方で、保

全を目的にした施設台帳というのはお持

ちになっておられないと認識しておりま

す。具体的には総務防災課で管理されて

おられるのは、庁舎並びに木造の集会所、

あとの教育とかいうのは、当然、教育総

務課の方でお持ちになっておられると。

そういう形で一元管理するための資料と

いうのは、全然市で１つにはなっておら

ないということでございます。そういっ

たことで、この業務を行って台帳を１つ

にしたいと。それも建築的な保全を目的

にしておりますので、日常管理につきま

しては、従前どおり施設管理者の方でやっ

ていただくということで考えております。

かぎが壊れたとか、ガラスが割れたとか

いうのを、いちいち他部局に依頼して補

修を依頼するというのでは、市民サービ

スの低下につながると思いますので、そ

れは従前どおり考えております。

○木村委員長　宮川土木下水道部参事。

○宮川土木下水道部参事　予算書９ペー
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ジにおきます土木費の分で、１３億５，

４００万円ほど減の主な理由はというこ

とですけれども、土木費の中にかかわり

ます分につきましては、土木管理費、道

路橋りょう費等５つほど入っているんで

すけれども、その中で、公共下水道の特

別会計の方へ出していただいております

繰出金の分が、昨年と比べますと１０億

７，６２４万７，０００円の減となって

おりますから、大きな差額につきまして

は、今回の繰出金が大きく影響している

内容ではないかと考えます。

　予算書３７ページのし尿処理手数料で、

浄化槽汚泥、この分がトン当たり９６０

円という形で処理させていただいておる

と。現在、私どもの方へ浄化槽の汚泥収

集運搬の許可業者は約２５社という状況

でございます。９６０円という単価は業

者とどのように交渉しているのかと。非

常に難しいところでございまして、し尿

につきましてはじかに市民からちょうだ

いいたしておると。やはり浄化槽汚泥に

つきましても、私どもの分を引き揚げる

となりますと、これまた市民の負担にか

かわってくると。ですから、し尿につき

ましても、浄化槽汚泥につきましても、

一般廃棄物という位置づけの中での処理

を私どもの方でさせていただいている中

では、片方だけのにらみというわけには

いかないかなと考えでおります。

　他市の状況は、近隣のものを確認いた

しましたところ、吹田市におきましては

家庭用は無料だという状況でございます。

池田市におきましては、やはり直営でやっ

ておられるという状況もございまして、

これは無料になっておると。有料とされ

ている分で、豊中市では４００円、茨木

市では８００円、箕面市で２００円、高

槻市で２００円という状況でございます。

ですから、私ども、ひょっとすればここ

らと比較させていただくならば、やはり

ちょっと高い目の料金体系になっている

状況でございます。

　予算概要の７３ページのクリーンセン

ター管理事業で正雀終末処理施設維持管

理負担金、正雀終末処理施設整備負担金、

それぞれ４，５００万円程度計上してお

りますが、維持管理負担金は、し尿、浄

化槽汚泥の分をそれぞれ本年度は４，４

１０円当たりの単価をもって吹田市の方

へ委託していくという状況でございます。

それぞれ量的に申し上げますと、約４０

０トン強の処理をお願いする状況になっ

てございます。それと、施設整備負担金

は今のところ古いもので昭和５１年に工

事をされているもの。新しいものと申し

上げますと、平成８年に施設整備をされ

ていると。これらの負担金を順次お返し

しているという状況でございます。

　７４ページのし尿収集事業のし尿収集

運搬委託料、合特法に基づきます補償金

の内容ですけれど、し尿収集に当たりま

しては、昨年度、収集に当たります委託

業者が体系的に１社になったという状況

の中で、くみ取り単価が、毎年くみ取り

件数が減少していくという中で、体系を

変更しております。その中では、今、３

台の稼働をいたしておりますが、その中

で１社、月１２０万円。くみ取り件数１

件について１００円という形で委託をし

ていると。この３台を１２か月、月２回

のくみ取りを業務するに当たりまして算

出しましたところ、今回、５，０００万

円の予算計上をしてます。合特法の分は、

平成７年、過去におきましては平成３年、

そして平成７年という協定書を結んでお

るわけなんですけれども、その中で、今

のところ合特法に基づく補償を行ってい

るという状況でございます。その内容の

見直し、方向性ということなんですが、
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今のところ業者の方もそのことについて

は、いつまでという約束ということまで

は明確には双方話しておりません。そう

いう形の中で、やはり情勢も変わってこ

ようかと思いますから、今後そういう話

題が発生すれば、その辺のところも含め

た形で、交渉してまいらなければならな

いのかなと考えております。

　概要の９０ページの農業水路あるいは

排水路にかかわりますポンプ管理の部分

で、委託に当たっては、今のところ入札

で業者を決定しています。

　概要の８３ページの公共下水道事業特

別会計繰出事業におきます同会計への繰

出金の件で基準内、基準外というお問い

かと思います。それともう一つは、今年

度におきましては一般会計からの繰り出

しにつきましては、約１０億円強の減と

いう状況になっております。先ほどもお

話に出ておりました予算編成時の折にど

うなっていたのか。委員おっしゃるとお

りでございまして、私ども、予算編成が

固まる折には通年どおりの三十数億円の

繰り出しを見込んでいたという状況でご

ざいます。１月２２日に大阪府から資本

費平準化債という内容のものの連絡がご

ざいました。同月２７日に、その平準化

債に当たります説明ということで、本市

の財政担当が伺っておるという状況でご

ざいます。この件につきましては、また

改めてご説明申し上げなければならんと

思いますけれども、この中で、今年度の

繰り出し内容が変わったという状況でご

ざいます。

　１つは、一般会計の財政事情もござい

まして、平準化債を活用することにおき

まして、繰出金を抑制あるいはそれをもっ

て基金の延命というような財政方の思い

もございますし、私ども、独立採算制の

中で事業を進める中では、そういう手法

がある以上は、活用していくのが当然か

なというものがございます。

　それで、今年度計上している約２６億

円強の基準内、基準外という質問につい

ては、基準内は約２１億８，０００万円

程度で、基準外は約４億３，０００万円

強と考えております。

　９１ページの味生排水機ポンプ場補修

事業に係ります修繕料の内容は、故障時

の緊急の対応のものと、排水ポンプ点検

整備の分と、排水機場の本体ポンプエン

ジンの分解修理を計上させていただいて、

合わせて６１０万円の予算を計上してい

ます。

　上流で安威川ダム、ダム下流において

大規模開発がなされている中で、府にお

きます今回の外部監査で、安威川ダムの

本来の治水あるいは利水の分で、利水の

範囲について指摘を受けておられると伺っ

ております。そのような中で、下流の本

市におきましては地形的には、水害に当

たっては不利な状況にある。河川は天井

川でありますし、一たんつかってしまえ

ば、何らかの手法をもって内水排除をし

なければならない。もう一つは、安威川

と大正川の合流点で、ピーク時におきま

しては、ダムができることによって毎秒

５００トンの水量がカットされると。こ

れほど私ども、治水に対して安全度を高

めるものはないんではないかなと考えて

おります。また一方、ダム地域よりも下

流におきます大規模開発につきましては、

開発区域内におきまして、要は河川が今

のところ５０ミリ対応ということになっ

ておりますから、それに見合うだけの貯

留施設を整備されているよう下流市とし

ましても、当然それは求めるべきと考え

ております。

　水防費にかかわります内容で、淀川右

岸水防事務組合は、大阪市、高槻市、茨
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木市、吹田市、豊中市、島本町、そして

摂津市という６市１町の７団体で構成さ

せております。水防事務組合をもとに、

要は高潮時、あるいは洪水、そういう水

災害の警戒をこの組合の活動をもって、

やはり被害の軽減を図るという活動。本

市におきましても、淀川沿線ほとんどの

市域におきます淀川水系にかかわる範囲

の中では、水防団を形成され、毎年その

水防対応に対する訓練も怠ることなく実

施されている状況です。

　高齢化という件につきましては、組合

の方も非常に心配されておるところで、

組合員の募集ということで、今年度新た

にＰＲも含めて人員確保に努めてまいり

たい。少しでも若返りも含めた形で考え

ていきたいと伺っております。確かに高

齢化の危機感は組合の方としても、非常

に懸念されている状況です。

　補正予算書の４１ページ、繰出金、先

ほどとあわせてご説明申し上げたらよかっ

たんですが、１５年度の中で６，１７５

万２，０００円を減額している内容で、

主なものは、水洗便所の改造資金貸付金

の減額、公共下水道管理の中での修繕料、

安威川流域下水道事業の分担金の減額等々

を精査し、今回、６，１７５万２，００

０円の一般会計の繰出金の減額をしたも

のでございます。

○木村委員長　中谷都市計画課参事。

○中谷都市計画課参事　予算書の９ペー

ジ、土木費のうち１３億５，０００万円

ほどが去年の予算と比べて減少している

内訳ですが、１３億円のうち約２億２，

０００万円がＪＲガード拡幅に伴う用地

買収の進捗に伴って減少いたしておりま

す。

　次に、ＪＲガードの拡幅状況というこ

とですので、用地買収率といたしまして

は、その必要面積の９１％の買収を終え

ております。残る権利者としては３件残っ

ておられるわけなんですけれども、うち

大型店舗につきましては、従来どおり大

阪府の方で買収に取り組んでいただいて

おります。残り２件につきましては、本

市が大阪府から委託を受けて買収に当たっ

ておるわけなんですけれども、従来から

平成１６年度を用地買収の目標年次に定

めておりましたので、何とかこれに間に

合うように、今後、努力し、１６年には

買収したいと考えております。

○木村委員長　山脇都市整備部次長。

○山脇都市整備部次長　予算書の４６ペー

ジの土木費府負担金の千里丘三島線道路

改良事業の全体計画についてでございま

すが、事業範囲につきましては、十三高

槻線から中央環状線まで。事業期間につ

きましては平成１５年度から１７年度ま

で。事業内容につきましては、工事費、

委託費、用地補償費、事務費の費用につ

きましては大阪府が負担することになっ

ております。１５年度につきましては、

約３０平方メートルの用地買収を行いま

した。１６年度につきましては、残りの

用地買収、約６０平方メートルを買収す

る予定でおります。かつ、１７年度から

工事施工をいたします関係で、１６年度

は道路詳細設計委託料を執行する予定で

あります。ということで、１７年度の工

事施工をもって、この業務は終了いたす

ことになります。

○木村委員長　長野都市開発課長代理。

○長野都市開発課長代理　先ほどの公共

公益費用協力金の動きにつきまして答弁

漏れがございましたので、追加答弁をさ

せていただきます。

　公共公益費用協力金につきましては、

昨年度ご報告させていただきまして、現

在、徴収しておるのが１１市町というこ

とでございましたけれども、本年４月１
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日に大阪狭山市が廃止されるということ

で、１０市町となります。

○木村委員長　勝公園みどり課参事。

○勝公園みどり課参事　９６ページの緑

化推進費の関係で、全体として緑化推進

費が減っているではないかということで

ありますが、全体の財政がこんな状況で

ございますので、経費節減ということで、

少し減っているということでございます。

　それから、公共施設緑化事業、あるい

は緑化無償配付の事業、登はん性植物ヘ

デラ配付事業、これは平成１４年度まで

はあったんですが、統廃合をして一本化

していくということで、平成１６年度に

は、予算上では緑化推進事業費という形

で一本化させていただきました。

　東別府苗圃の件でございますが、委員

のおっしゃるは機能をもっと高めてはど

うかということだろうと思います。原課

といたしましては、東別府苗圃の役割と

しては３点あろうかと思います。１つは、

地域の花とみどりのまちづくりの市民活

動の拠点としての苗圃。あるいは２点目

に、花とみどりの市民啓発や人づくりと

して苗圃の場があるんじゃないか。３点

目として、花とみどりの活動を通して、

地域の交流の場として苗圃があるのでは

ないかと。この３点が主要な苗圃の役割

ではないかと思っています。

　現在、東別府苗圃では東別府緑化クラ

ブ、あるいは東別府苗圃の会の２団体や、

また地域の市民も参加をされて、それな

りの活動をされているところであります。

我々としては、今後とも東別府苗圃の機

能をより活性化していくために、例えば

苗圃で地域の住民を相手にした講座、あ

るいは実践教室等も含めて開催をしなが

ら、より機能を高めるような取り組みを

進めていきたいと考えているところでご

ざいます。

○木村委員長　池田土木下水道部参事。

○池田土木下水道部参事　予算概要の８

７ページ、公衆用道路敷寄附申請測量委

託は、開発によるものか、それ以外の内

容かというお問いでございますが、道路

敷寄附行為につきましては、発生主義で

ございまして、申請測量箇所が確定いた

しておりません。土地所有者より寄附の

申し出がありましたときの受け皿として

業務を進めております。

　それに関連しまして、法定外里道・水

路、東別府三丁目の近況をご報告申し上

げます。東別府三丁目の不法占拠の状況

は、昨年５月２７日に電話通報によりま

して、水路が半分埋められました。その

当日とその次の日に、口頭で原状回復を

求めておりますが、水路の埋め立てに対

しては続行されました。その中で、平成

１５年６月に、道路、水路の原状回復の

通知文を配達証明郵便物にて送付してお

ります。再度、その文面も６月４日以降、

また６月２３日に再度通告をしておりま

す。その後、機能回復等境界未確定とい

うことにつきまして、働きかけに行こう

ということで、１０月２日に参りました

が、門前払いのような状態でございます。

その中で、何とか現地の調査をしたいと

いうことで、土地の立ち入りということ

に対しては、何とか了解をいただいてお

ります。それを受けまして、現地調査、

資料調査、測量等の業務内容で、現在、

我々の手で作業をしておるわけでござい

ますが、この作業によりまして、当時の

現況道路の位置の復元が可能かどうか。

これを研究していきたいというのが現状

でございます。

　その次に関連いたしまして、法定外の

管理条例については、平成１６年度中を

めどに管理条例条例を定めたいと。周辺

市の動きについて報告を申し上げますが、
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北摂７市につきましても、ことし中とい

うことで条例化をしていこうという動き

がございます。本市もそれにあわすわけ

ではございませんが、時限立法が１６年

ですので、１７年３月までで完了いたし

ますので、それまでに条例制定はしてい

きたいという考え方に立っております。

　続きまして、不法占拠については把握

しているのかというお問いに対しまして

は、今年度は法定外の譲与を受けます最

終年度で、一部まだ譲与を受けておらな

いところが現在残っておりますが、今年

度当初に発注し、譲与を受けてまいりま

す。その中で、以前に委員会でも申し上

げておりますように、法定外の完全なる

不法占拠というのを現場調査やりまして、

これは不利やということに対しては、国

に残すということで、現在譲与は受けて

おりません。これはそのままになります。

ただ、譲与を受けている中でも、以前か

ら申し上げておりますが、起点終点で幅

員、位置というものが、地元等の確定を

する中で把握できていく状況でございま

すので、そういう点も留意しながら、可

能性のあるところについては、先ほど申

しました箇所数とか延長とか、そういう

ものの中で、そういう数量を仕上げてい

くことを１６年度末前後ぐらいから進め

て、そういう資料づくりはしてまいろう

と思いますので、ご理解賜りますようお

願い申し上げます。

○木村委員長　藤井道路課長。

○藤井道路課長　予算書の３４ページ、

占用料の内容は、委員お問いのとおりで

ございまして、平成１４年１月２９日に

おきまして、ＪＲ東海から新幹線側道用

地の寄附を受けました。この道路におき

ましては平成元年から管理協定を締結し

ておりまして、以前から当市におきまし

て、側道の道路につきましての表面管理

は摂津市で行っております。しかしなが

ら、埋設されておりますパイプであると

か電柱につきましての占用料はＪＲ東海

が受け取っておったものを、平成１４年

１月２９日の寄附を起点にしまして、占

用料が摂津市に来たと。金額は、ＪＲ東

海の金額は本市の方では把握しておりま

せん。しかしながら、新たな占用という

ことで、占用単価におきましては７市統

一で決めております単価表をもちまして、

占用料を徴収しておるのが実態でござい

ます。ですので、先ほど申し上げました

ように、表面管理の実態につきましては、

寄附を受けたからということで増えたも

のではございません。

　続きまして、予算書４２ページ、千里

丘三島線は全体でどうなっておるのかと

いうお問いでございますけれども、確か

に全体で当初予定しておりました金額と

しましては、約３億９，０００万円。そ

の内訳といたしましては、工事費に１億

９，０００万円、測量設計費に１，００

０万円、用地費に１億９，０００万円、

トータル３億９，０００万円という内容

で当初は出発しております。そのうち道

路課の方では、工事費といたしましての

１億９，０００万円の内容について答弁

します。

　平成１４年、工事請負費で発注しまし

た実績が、約４，７００万円。平成１５

年、７，３００万円。１４年、１５年と

しまして、まだ確定はしてはおりません

けれども、約１億２，０００万円。残り

ます平成１６年度、最終年度でございま

すけれども、予定しております工事費は

予算書どおりで６，０００万円。トータ

ルにしますと１億８，０００万円。当初

計画よりも約１，０００万円ほど減額に

なっております。うち国費でございます

けれども、トータル的には６，８７５万
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円。今年度の１，３７５万円も含めます

と、その金額になるものでございます。

　その後、１６年度をもって終わるとい

うことで、でき上がった暁にはどういう

効果が出るのかということでございます

けれども、福祉会館前交差点と摂津警察

署前交差点の交差点間、約１００メート

ル弱ございます、その間に、今回のこの

工事によりまして、ともに右折レーン及

び右折専用信号がつくことによりまして、

その間にたまり得る車両、十数台ですけ

れども、そのものがスムーズに抜けると

いうことによりまして、渋滞の緩和がと

もに図れるということが、事業効果となっ

ております。

　予算概要の８３ページのカーブミラー

のことでございますけれども、すべてで

９６０基、ただその後に開発業者等から

新設道路等によりまして、カーブミラー

を立てさせておる関係もございまして、

現在９９１基が管理しておるカーブミラー

の件数になっております。その中で耐用

年数は、メーカーによりますと、カーブ

ミラーの支柱そのものについては５年程

度、塗装と、適切な管理をすることによ

りまして、現時点で十数年もっておると

いうのが、現在のカーブミラーの状態で

ございます。維持管理におきましては、

約３００万円弱の修繕料をもちまして、

年間を通じまして、ものによるわけなん

ですけれども、平均しまして３０基から

４０基の補修、修繕をもって維持していっ

ておるというのが現状でございます。

　それと、例えばステンレスなんかの支

柱にしたら、一時のコストはかかるが長

持ちするではないかというお問いですが、

製品といたしましてはステンレスの支柱

というのはございません。特注すればあ

るやもしれませんけれども、現在ではそ

の検討はいたしておりません。私の考え

方で申し上げますと、特注しますとかな

り高くつくんではないかと。ですので、

維持管理についてもう少し強化をしてい

きたいと考えております。

　続きまして、これは関連する話なんで

すけれども、公衆用寄附の内容に沿って、

別府２２号線の裁判の状況はどうなのか

というお問いでございますが、先月の２

６日に、予定としまして最終弁論という

形で私どもは聞いておりまして、１０時

半から大阪地方裁判所へ行きまして証人

尋問がありました。私自身が招致されま

して、証人尋問を受けました。内容にお

きましては、平成１４年９月１６日、妨

害行為が始まった以降、私がかかわった

内容について証人尋問されたわけでござ

いますけれども、尋問の中で新たな事実

がまた判明いたしまして、そのとき、相

手方も申し上げておったわけなんですけ

れども、平成３年当時から始まりました

公共下水道工事に対する、埋設同意に対

する申請書をもらったんだけれども、私

は同意していないという内容が出ました。

ですが、うちの方は同意書を証拠として

提出しました。そのことによりまして、

本来、予定であればこの２６日に弁論が

終結する予定だったんですけれども、新

たな事実が出されたことによりまして、

来月の１３日に、さらにまた弁論準備に

入っていくと。ですので、来月１３日に

弁論を終結して、続いて結審に入ってい

くかどうかというのは、この１３日を迎

えてみないとわからない状況になったと

いうのが、現在の状況でございます。

　続きまして、新在家鳥飼上線の現在の

状況は、平成１４年に、この新在家鳥飼

上線の委託費といたしまして３１５万円、

平成１５年、まだ確定はしておりません

けれども、約１，６００万円。平成１６

年度は予算書どおり３，０００万円を予
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定しておりまして、トータルにしますと

約ですが４，９１５万円ですので、当初

たしか５，５００万円か６，０００万円

程度と申し上げておった内容が、おおむ

ね５，０００万円弱でおさまる予定でなっ

ております。委員もおっしゃったような

内容で、可能な限り車道を広げるという

か、電柱の移設も考えておりますし、歩

行者、自転車等の安全も考え、現在施工

中であります。

　東別府１号線の取り付け道路の位置に

ついての内容と、交通の安全対策はどう

なのか、照明などはどうなのか、横断歩

道はどうなのかというお問いですが、現

在、茨木土木事務所におきまして、中央

環状線下神安土地改良区が所管しており

ます鳥飼水路の中に歩道の工事を現在さ

れております。それに接続する関係で、

東別府１号線の神安の鳥飼水路側に張り

出す歩道の形で、約９０メートルを予定

しておりまして、そこにもう警察等とは

協議しているわけなんですけれども、南

側サイドにございます歩道と、今回つく

ります張り出し歩道とを接続する横断歩

道をつけていただく予定になっておりま

す。その箇所におきましては、もう既に

街路灯がございまして、その街路灯でもっ

て横断歩道については照明は可能である

と考えております。

　続きまして、別府新在家線の３００万

円の工事、用地交渉についてはどうなっ

ているのかとのお問いでございますけれ

ども、今年度、田んぼの横の工事をもう

既にいたしました。その中で、むろん私

どもの方におきましても、施工にかかる

前に、当然、土地所有者の方に交渉に伺

いましたが、もう絶対に売らへんという

内容で、どういうふうな内容であっても

絶対に売らへんの一点張りでして、やむ

なく現在の改良をさせていただきました

ということで、ただ改良したことにより

まして、以前よりは車両が乗り上げにく

いといいますか、歩行者の安全が図れた

という認識を持っているものでございま

す。

○木村委員長　水田交通対策課長。

○水田交通対策課長　予算書の３４ペー

ジの駐車場の使用料で、駐車場の利用率

の推移と、それから稼働率を上げるため

にどういう取り組みをしてきたのか。ま

た、１６年度はどうなのかというお問い

でございますけれども、稼働率につきま

しては、平成９年の１．９６％をピーク

に、平成１４年では１．４１％、１５年

度では１．３％ということになっており

まして、１６年度におきましても１．３

％になろうかなと。これで下げどまりか

と判断させていただいています。使用料

の約２１０万円ほどの減ということでご

ざいますけれども、これは特別割引のニッ

ショーの回数券の利用を見込んでおりま

して、それに対する若干下げ目の料金を

計上させていただいています。

　それから、稼働率を上げるために、こ

れまでどういうふうな取り組みを行って

きたのかということでございますけれど

も、平成７年には定期の使用料の開始、

平成１１年には初めの３０分を２００円

と。また、朝夕には３０分の時間の延長

と。それから、平成１３年には機械式の

定期の料金を５，０００円値下げをした

と。それから、平成１４年には先ほど申

し上げました回数券の特別割引の２０％

の最高引き上げという形で行ってまいり

ました。また、料金体系の検討でもござ

いますけれど、これも２０分、１００円

ではどうなるのかとか、それから当初３

０分を１００円にしてはどうかとか、い

ろいろ検討もさせていただいております。

　その中で、フォルテで申し上げますと、
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一番問題になるのはやはり出入り口の問

題ということで、稼働率を上げるために

どうすればいいのかという検討もしてま

いりましたが、１つ出てきましたのは、

やはり２４時間オープンしてはどないか

ということも検討させていただきました

が、オープンにしますと防犯面の問題、

有人で管理するのか、それとも無人で管

理するのか、有人で管理いたしますと、

やはり２４時間ですから人件費を見てい

かなければならない。それから、無人で

やりますと、やはり機械の設備も必要に

なりますし、また今の料金のソフト変更

もしていかなければならないという問題

もございます。そういうこともあって、

まだまだ結論は出ていない状況でござい

ます。ただ、やはり一番ネックになりま

すのは出入り口の問題かということで、

それもどのぐらいの費用がかかるのかと

いうことも検討させていただきましたけ

れども、最少に見積もってまいりまして

も、やはり周辺のサイン、表示、そうい

う関係の工事、それから電気設備工事、

これが大体ウエートを占めていまして、

２，７００万円ほどの費用がかかると。

全体でやはり３，８００万円の設備投資

をしなければならないという金額でござ

います。まだまだそういうこともあって、

また検討もしていかなければならないと

いうことでございます。

　それと、１６年度はどうなるのかとい

うことでございますけれども、これもや

はり先ほど申しましたように、料金体系

を、利用率を上げながら、また収益を上

げながらという方法があるのかと。利用

率を上げるためだけであれば、ある程度

の方法は考えられますけれども、それに

プラス収益も上げなければならないとい

うこともありますので、それも私ども、

いろいろな検討もしていきたいと。１年

間の中で結論を出していきたいと考えて

おります。

　それから、近鉄バスの件でございます

けれども、これは現行のバスの利用率が

かなり低いということもありまして、現

在の利用の走行、左回りで大回りなんで

すけれども、これが現状に合わないので

はないかということもございまして、近

鉄バスの方には、実態にそうような、例

えば市役所を拠点にしてという形ででき

ないかということも申し入れてまいって

おります。ただ、現段階では、これです

と、こういうものでありますということ

が確定なものではございませんので、あ

る程度、もう少し検討も課題もございま

すので、報告ができるような状態になり

ましたら、改めてご報告したいと考えて

おります。

　それから、概要の８５ページの違法駐

車でございますけれども、これも現状で

は２名の指導員で、千里丘、正雀、それ

から鳥飼地区を指導啓発を行ってまいり

ました。千里丘につきまして、一定当時

に比べますと、８０％ぐらいの駐車の減

少も見ております。あとの２０％は瞬間

的な駐車がありまして、指導員がおらな

ければ駐車も増えてしまうという状況で

ございまして、これも当初の委託料から

かなり削減もしてきた中で、千里丘、正

雀、それから鳥飼を２名で回らなければ

ならないという状況でございますので、

１週間べったりという形での活動はでき

ないかなと。ただし、現在の指導の状況

の中では、駐車車両の使用者に対して、

追跡調査をしながら、極力現状で配置を

していくという方法もとっております。

ですから、今後は鳥飼地区に、もう少し

重点に、取り締まりも含めた啓発にウエー

トを置いていきたいと考えております。

　それから、同じく路面表示でございま
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すけれども、これはやはり新規の要望も

ございます。それから、復元と申します

と、やはりある一定の時期が来ますと薄

くなってしまうということもございまし

て、３年前からいろいろ調査をした中で、

復元も順次行っております。当時、調査

していた中での復元をやってきた率とし

ましては、現在では約８２％ほど復元し

ている状態でございます。１６年度予算

について、その中で復元もしていきたい

し、新規の要望がございましたら、設置

可能な限り、そういう形でしていきたい

と考えております。

○木村委員長　山本靖一委員、絞ってひ

とつ２回目の質問を。

○山本靖一委員　正雀終末処理場の委託

金、負担金の関係で、今、申し入れをし

ていきたい、また、申し入れをしてきた

という、部長からの答弁をいただきまし

た。これは、摂津市単独でということで

はなしに、吹田市も同じような状況にあ

ると。つまり、吹田市が大きな金をかけ

て、あそこにそういう計画を持っておら

れるかどうか定かではありませんけれど

も、仄聞ですから、しかし、いずれにし

ても吹田市としてもあそこに固執すると

いうことではないと思うんです。したがっ

て、流域下水道の枠の中、広域合併とか

いろんなことが言われていますけれども、

いろんなパイプがあるわけですから、そ

こでもう一度吹田市と一緒になって、申

し入れをしていくとか、いろんな道があ

ると思うんです。この点での情報収集と、

利害関係というんですか、費用の効率化

の関係などからも、やっぱり研究してい

く必要があると思いますし、この点で、

当該の吹田市などと一回協議をしていた

だきたい。そういう点での協働、そして

申し入れということを、これはぜひ考え

ていただきたいと思っていますので、こ

の点ではもう一度、そういう方向でのご

答弁をいただきたいと思っています。

　車両管理の問題は１つの部署というよ

りも、これは全庁的な管理の中でという

お答えですから、それはそれとしてお聞

きしておきたいと思っています。

　機構改革の中で、特に建築指導課とい

う名前になるんでしょうか、これは今３

人ほどの体制でとお聞きしたんですが、

次々とさまざまなところで開発がやられ

ていますね。それで、事前協議とかいろ

んなことの中で、事務的には整理はされ

ていくということは認識するわけですけ

れども、実際に現場に立ち会って、そう

いう業者が本当にきちっとした開発協議

基準に基づいた開発をやっているのかど

うかという点で、いささかこの体制でい

けるのかという気がするわけです。１年

の瑕疵担保期間ですか、それを過ぎたら

いろんなものが入ってきて、路面の不等

沈下が起こっているとかいうことをいろ

いろと見聞きすると、ほんまにそういう

ことがきちっとやられているかどうか、

そういう点で体制の問題として、非常に

不安に感じるわけです。それから、中心

後退の問題なども、なかなか対応できな

いという実態がありますから、この点で

の体制が本当にこれでいけるのかどうか。

いけるというお答えしかないかもしれま

せんけれども、本当のところ、ちゃんと

聞かせていただきたいと思っています。

　市営住宅の問題、先ほど言いましたけ

れども、検討するという話ではないと。

これは、いろんな手法があるということ

はわかっているんですけれども、財政的

に厳しいから先送りするというのは、そ

れは１つの選択肢だと思うんですけれど

も、しかし、予算の関係で言えば、新た

な負担になるということじゃないわけで

しょう。さっきも言いましたけれども、
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１０億円ぐらいの一津屋第１、第２の建

設費の関係で見ていったときに、２億３，

０００万円の基金があれば、新たな負担

なしに、いろんなものが国からの補助等

も入ってくるということからいったきに、

新たな人たちを呼び込む１つの政策とし

て、これは十分、早い時期に結論を出し

ていくということだってあると思うんで

すけれども、マスタープランをつくった

ときの精神というのは、まさにそういう

ことだったと思うんですけれども、この

点では、やっぱりきちっと、全体のお金

の使い方はありますけれども、しかし、

新たな負担で市の財政が危機になるとい

うことではないわけですから、この点で

の考え方を、もう一度担当部長としての

お考えを聞きたいと思っています。

　し尿処理の手数料の問題、これは摂津

市は９６０円で、北摂７市の中では非常

に高い金額となっていると。この浄化槽

の方の負担そのものも考えなくてはなら

ないとは思うわけですけれども、３か月

に１回の検査、それから年１回の抜き取

りで、年間約２万円ぐらいでしょうか。

これの分岐点が水洗化率の向上との関係

にもつながっていくのかという思いもす

るんですけれども。そういう点で、今の

金額が適正なのかどうか。こういう点は

非常にわかりませんけれども、やっぱり

いろんな研究をしていく必要があるので

はないかという思いがします。この点で

は、今後の課題として認識していただき

たいと思っています。

　それから、正雀終末処理場の汚泥の問

題でしょうか、４００トン強ということ

で４，４１０円、１トン当たりというこ

とで。割り返していきますと１，７００

万円ぐらいになるんでしょうか。ここの

ところの数字がちょっとわかりません、

もう一回教えていただけますか。

　合特法に基づく１，０００万円の補償

費の問題です。これ、話題が発生すれば、

そのことを議題にしていきたいという答

弁としていただきました。だれが話題に

するのかなと。いつまでもということに

は絶対にならないと思うんです。何年か

の事業の中で、やっぱり事業所としても

きちっとした自立の計画を立ててもらう

というのが本来の精神だと思うんですけ

れども、いつまでも補償していくという

ことではないと思うんですけれども、だ

れが話題にしていくのか、いつの時期に

議題にしていくのか、これはもう早急に

議題にしていくという必要があると思う

んです。合特法という縛りがあって、も

うそれで動かへんということでは絶対に

ないと思うんですけれども、この辺の考

え方を、もう一度きちっと整理して教え

ていただきたいと思います。

　ポンプ場の管理を入札にしているとい

うことですけれども、入札に呼んでいる

業者の数、それからこれは指名競争入札

でしょう。一般競争入札ではないわけで

す。同じ業者がぐるぐる回っているとい

うのが実態ではないですか。競争入札に

したというのは一歩の前進ですけれども、

今、いろんな業者がいろんなことをやっ

ていますから、この辺の研究の仕方があ

るんじゃないかという思いがします。答

弁は結構です。

　安威川ダムの問題について、私は利水

の問題、治水の問題はさっきおっしゃっ

たように、いろいろとまだおっしゃって

いるわけですから。しかし、利水の問題

で大阪府がちゃんと見直しをしていきた

いということを言明しているわけですね。

そうすると、１００億円ぐらいのお金が、

これは新聞報道ですけれども、削減でき

ると言うているわけですから、この面で

の考え方、摂津市として積算をして、やっ
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ぱりこの点は軽減していただきたいとい

うことだって成り立つんではないですか。

そういうことを言うてるわけです。これ

は、今すぐ積算ということにならんかも

しれませんけれども、利水の問題でそう

いう答えが出ていっているときに、同じ

状況の中で、よろしくお願いしますとい

うことではないと思うんです。したがっ

て、この点についてもきちっとした考え

方を整理していただきたいと。きょうは

答弁は結構です。

　それから、水防費の問題。これは、訓

練をしておられる、高齢化の問題も心配

ですと。それはそのとおりで、なくして

しまえとか、そういう乱暴な議論をして

いるわけじゃないわけです。６００万円

以上のお金を負担しているわけですから、

その中身についてどういうふうに把握を

しておられるのかということです。足り

ないのか。実際に足りているのか。そう

いうことの精査をきちっと市としてやっ

ていただきたい。もろちん議員も出てい

ますけれども、議員の仕事ということも

ありますけれども、それを提案する理事

者側としての、事務方としての精査の仕

方があると思うわけです。これはもう宿

題という形にさせていただきたいと思い

ます。

　それから、東別府の道路の問題。これ

はテーブルについてもいただけなかった

というお話。これは前から聞いている内

容ですが、先ほど言いましたのは用地交

渉、これはいろんな部署部署で相当苦労

されていると。人が変わった途端に、ま

た一からやっていかないかんという、そ

ういうしんどさがあって、結局うまくい

かないという部分がありますよね。あの

人の話やったら信用できるから一回乗ろ

か、テーブルにつこうかということもあ

るわけですから。これは、例えばモノレー

ルの南摂津の駅の駐輪場でしたか、１，

３００万円からの用地費を毎年出してい

ますけれども、値段の交渉もことしやら

れたのかもしれませんけれども、そうい

うことも含めて、やっぱり体制として考

えていく必要があるんではないかという

気がします。もちろん原課、原課での努

力は必要とは思うわけですけれども、あっ

ちこっちで交差点改良、わずかな金で本

当に安全につながるようなところが、な

かなかできないという現状を見ていった

ときに、そういう体制が必要ではないか

という思いでお聞きをしているわけです。

この点で、きょうはこれもご答弁は結構

ですけれども、横の中で調整をしていた

だきたい。ぜひ、機構改革を出発するに

当たって、そういうことも先祖返りでな

いですけれども、どういうことが一番前

に進んでいくのかということを、ぜひ問

題意識として持っていただきたいと思っ

ています。

　道路の問題とかいろいろお聞きしたい

んですが、カーブミラーの問題で、１つ、

先ほどそういうポールはないと。だから

検討もしていないと。どうしても藤井課

長が公務員だからということではないで

すけれども、摂津にはサニタリーという

ところがあるんですよ。ここはステンレ

スを扱っていますよね。中国は今物すご

くたくさんの輸出というんですか、向こ

うにも工場をつくるという話。ここは今、

ステンレスを物すごく扱っておられるん

ですよ。地元の産業としても、いろんな

ものがあると。これは別に特定の業者と

かそういうことではなしに、いろんなと

ころから知恵をもらったら、対費用効果

でも、もっと市民の安全を図る上でも、

いい知恵が出てくると私は思うんですけ

れども。そこから一歩出て考えていく必

要があるんではないかという気がするわ
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けです。しかも、大体平均２０万円とし

て、１，０００基あれば２億円ですか。

それを毎年これから修理をかけていくと

いうことになってきたら、これは管理は

大変やと思うんです。貴重な財産を管理

していく上で、やっぱり次の方法はない

やろかということを、絶えず知恵を絞っ

ていく、新しいものを見つけていくとい

う努力が必要ではないかなという気がす

るわけですが、これも答弁は結構です。

○木村委員長　建築指導課の問題を、北

野部長の方からお願いします。

○北野都市整備部長　開発協議に基づき

現体制でいけるのかというお問いでござ

いますが、現在の対応につきましては、

指導係と建築係の２係でもって対応して

いる状況でございます。業務内容が今の

状況でも目いっぱいと私は踏んでおると

ころでございます。なおかつ、この目いっ

ぱいの状況の中で、建築係、指導係の２

係が応援体制をとりながら現在はできて

いたものを、仮に今回の新しくその課を

こしらえることによりまして、２分され

てしまうと。この２分をされたことによ

ります応援体制が、今後ほんまに十分で

きるのか、疑問な点がございます。

　そういった状況の中で、指摘の今後の

開発指導のあり方につきましては、やは

り現体制では十分な指導行政には取り組

んでいけないということを思っておりま

す。今後におきましても、これらを十分

踏まえながら、人事とも相談を申し上げ

ながら、一定の方向を見出してまいりた

いと考えております。

　そして、次に市営住宅の建て替えの内

容についてでございますが、指摘のよう

に、現在の基金については約２億３，０

００万円何がしのお金があるわけでござ

います。これで十分建て替えができるや

ないかというお問いでございますが、私

どももそのつもりで、現在基金が２億３，

０００万円ある中では建て替えは十分で

きると思います。しかしながら、この建

て替えに当たりまして、今の現地建て替

えをするのか、あるいは代替地でもって

建てていくのか、ここらを十分精査をし

なければ、財政は非常に厳しい状況の中、

今の建築コストより、下げていくとすれ

ば、代替地を探しながらそこへ建ててい

くというのは、当然コストが下がってき

ますので、よりベストかなと思います。

その内容についても、少額であればそれ

なりに検討する必要はないんでございま

すが、やはり２億円となるお金が、代替

地に建てることによって浮いてくる可能

性があります。こういった可能性につい

ては、やはり十分検討も加えながら、今

後、助役もさきの本会議でもご答弁申し

上げておりましたように、なるべく早い

時期にその結論を、よりベストな方向で

もって見出してまいりたいと考えており

ますので、ひとつ理解をお願い申し上げ

たいと思います。

○木村委員長　山本靖一委員、処理単価

の問題はもうよろしいですか。

　あと、大体要望という形で受けさせて

いただいて、この辺で山本靖一委員の質

疑を終わりたいと思います。

　先ほどの自動販売機の電気代の問題の

答弁を。

　小西土木下水道部長。

○小西土木下水道部長　さきの辻委員の

質問の中で、南摂津の自転車置き場に自

動販売機の電気代はどうなのかというこ

とについてのご答弁を申し上げます。

　まず、主たる公共施設の自動販売機の

設置につきましては、摂津市社会福祉協

議会が市に行政財産目的許可申請書を提

出し、市はこれを受理して毎年、更新し

ながら許可しているのが現在の状況でご
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ざいます。

　自動販売機の設置は、公共施設を利用

される市民の利便性を考え、また社会福

祉協議会の自主財源の一部として、法人

経理部門の雑収入として計上し、社会福

祉協議会に係る事務費や地区福祉委員会

の活動費、ボランティア活動費などに充

当されています。

　自動販売機の一連の経理事務処理を説

明しますと、自動販売機の電気代は市が

支払い、手数料収入は社会福祉協議会が

収入しており、支払者と手数料収入者と

の不一致が見られます。このことは適切

な会計処理とは言えません。過去のこの

ような変則的な処理方法にしてきたのは、

市が直接収入して収入増となっても、財

源補てんをするためには経常経費補助金

増につながり、結果的には市の持ち出し

について変化がないことからと思われま

す。いずれにいたしましても、総計予算

主義から歳入歳出とも計上することが望

ましく、平成１６年度は慣例のままで予

算計上をしている関係から、平成１７年

度において整理をしていきたいと考えて

おるわけでございます。

　参考に、平成１４年度の決算の中では、

市町村補助金として５，２７０万９，０

００円。市町村受託収入として６，６１

３万１，０００円を市から補助している

わけでございまして、雑収入として、先

ほどの自動販売機の手数料が１８５万４，

０００円ということになるわけでござい

ます。

○木村委員長　中野委員。

○中野委員　安威川ふれあいづつみ事業

の中で、ずっと工事を進めていただいて、

これは大変市民の皆さんも喜んでいる工

事なんですが、建設した後に植栽等が全

く植わっていないという箇所が見受けら

れるので、どうしているのかということ

をお聞かせください。

　もう一つは、新在家鳥飼上線の質問が

ございましたが、これも地域の人は本当

に喜んでおります。ただ、どうしてもこ

こを大型車両が通るために、あそこが数

珠つなぎになって、大変地域の皆さんの

危険度を増しているんです。そこで、た

しか過去に大型車両禁止という看板とい

うんですか、表示がかかっておったと思

うんですが、最近それを全く無視をされ

て、その中に入り込んで、その中でお互

いがけんかをしとるということがありま

す。どういう対策を考えているのかお聞

きします。

　道路反射鏡の問題です。これもほんま

に次々とやっていただいて感謝をしてい

るんですが、どうしても今残っていると

いうのは、一番危険なとこばっかり残っ

ているように思うんです。そこで、この

危険に対しては、若干のお金はかかるか

もわかりませんが、何らかの対策を考え

てほしいと思います。といいますのは、

この間、テレビで小さいカーブミラーで、

全体が見られるのが改めてできたという

ことを聞いておりますので、そういう面

もよく精査していただいて、対応方をお

願いしたいと思います。これは要望にし

ておきます。

　それからもう一つ、大正川のジョギン

グロードの問題の中で、この間も代表質

問であったんですが、この大正川、境川

の利用、茨木市の方は、公園施設等になっ

ておりまして、摂津市の方に来ますと公

園じゃないと。大阪府の管理、また摂津

市の一部のジョギングロードになってい

るんで、この方向性。市としてはどう考

えているのかということを、もう一度聞

かせてもらえませんか。

　それと、新しい住宅建設に伴って、大

きく住宅を開発されるんですが、開発さ
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れた中で、街灯等を設置するということ

に業者との取り決めになっておりながら、

全く街灯を設置しないということがある

わけでありまして、そういう面に対する

市の取り組みはどうなっているのか。

○木村委員長　野畑土木下水道部参事。

○野畑土木下水道部参事　まずは、１点

目の安威川ふれあいづつみの植栽の関係

でございますけれども、現在、ちょうど

安威川の公民館から約２００メートルの

味舌ポンプ場の間につきましては植栽関

係が全部終わっております。それから上

流側の分、ちょうど味舌ポンプ場の前と、

それの上流の分につきましては、大阪府

につきましては順次、１００メートルな

いし５０メートルなんですけれども、毎

年、山田川までは整備いたしますという

ことでやっていただいています。ところ

が、市の方につきましては、現在、事業

についてはすべて凍結ということで、凍

結しております。その関係で、植栽はな

いということなんですけれど、今年度、

雑工事とかいろんな形の中で植栽はして

まいります。だから、今後につきまして

も、費用的には確かに少ない費用でござ

いますけれども、毎年ちょっとずつでも

整備していくという形はとってまいりま

す。

　大正川の方については代表質問で答弁

をさせてもらっておりますけれども、現

在は財政的にかなり厳しゅうございます

ので、財政が好転した段階におきまして

は、市の方で整備していくような形で、

あとはやっていきたいという考え方を持っ

ておりますけれども、今はちょっとしん

どいかなと考えております。

○木村委員長　水田交通対策課長。

○水田交通対策課長　大型車両の通行規

制のかかっている道路につきましては、

付近の大型車両を持っている工場、ある

いは事業所については、警察から通行の

許可証を発行されているケースがござい

ます。それ以外の車両は、取り締まりの

対象になるんですけれども、取り締まり

を行うためには、大型車両ですので、あ

る程度そういうスペースも必要であろう

ということも、警察の方でも苦慮してい

るところでございます。私どもの方とし

ては、やはり規制の標識はございますけ

れど、規制標識で見にくい場所がもしあ

りましたら、先ほど申されました看板な

り、そういうふうな表示をして、啓発を

行っているところでございますけれども、

許可車以外の車両の通行をさせないとい

う方法は、なかなか難しいところがござ

いますので、もう一度改めて警察の方に

は、そういう取り締まりも含めた形で要

請はしてまいりたいと考えております。

○木村委員長　長野都市開発課長代理。

○長野都市開発課長代理　街灯について

のご質問でございますけれども、具体的

な場所なりをお聞きしましたら、調査し

て、後ほど報告させていただくというこ

とで、ご理解願いたいと思います。

○木村委員長　中野委員。

○中野委員　大型車両の新在家鳥飼上線、

特にとまってしまうというところは、鳥

飼の方から中央環状線に向かってくる車

両が結構多いんです。そこで、鳥飼北小

学校のとこら辺に迂回をする標識をすれ

ば、結構スムーズに行けるんではないか

なと思うんです。そういう面で、１つの

そういう方法を考えたら、この解消にな

るのではないかと思いますので、これも

一遍考えてみていただきたいと思います。

　それともう一つは、ふれあいづつみの

問題です。これも一応やっていただくと

いうことですが、実はそのまま放置して

いきますと、結構草が生えて、大変なん

ですよ。ですから、早急に対応していた
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だきますことを要望しておきます。

　それと、大正川のジョギングロードの

問題にいたしましても、先にいろんな費

用がかかるからかもわかりません。財政

的にも何百万円のお金が入ってくるとい

うことをお聞きはしておりますけれども、

やはり茨木あたりがすばらしい整備をし

ているにもかかわらず、摂津市へ入った

途端に何もできていないというのでは、

本当に市民の皆さんにとっては大きなマ

イナスになりますので、早急に対応して

いただきますことを要望しておきます。

　住宅の街灯につきましてはよくわかり

ました。

○木村委員長　ほかにありませんか。

　（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　以上で議案第１号所管分

及び議案第９号所管分の質疑を終わりま

す。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。

（午後　４時２５分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

建設常任委員長 木 村 勝 彦

建設常任委員  山 本 靖 一
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